
1-3密 集市街地整備に関する大阪市の方針

本節では,密集市街地整備に関す る大阪市の方針を,密集市街地を対象 とした各種の上位計画,

答申をもとにまとめる.

1-3-1大 阪市総合計画

大阪市 は,1990年10月 に,地 方 自治法 にも とづ く総合計画 として,「 大阪市総合 計画21」 を

策 定 し,そ の後,総 合 計画 を推進す るための指針 を,2001年 と2004年 に策 定 してい る*25.

(1)大 阪市総合 計画21

「大阪市総合 計画21」 では,「 計画編 」にお いて,2005年 を 目標年次 として進 め るまちづ くり

の施策 の方向を示 してお り,「都 市空間計画」の 「市街地の計画的 な更新」 に関す る施 策の なか

で 「総合 的再整備 ゾー ン」を規定 してい る.「 総合的再整備 ゾー ン」 は,「 都 市基盤施 設の整 備,

オープ ンスペ ースの確 保,建 築物 の建替 えな ど,市 街地 の更新 を総合的 に進 めてい く必要の ある

ゾー ン」 として,市 域全体に広範に指定 されてい る.な お,「 市街地 の計画 的な更新」にお ける

「総合 的再整備 ゾー ン」の明確 な境界 は提示 され てい ないが,添 付 されてい る図面 か ら,大 阪市

の 「老朽 木造住 宅密集 地域」が多 く含 まれ るエ リアであ る と推測で きる.

また,「計画編」の 「まちづくり計画」で提示 されている 「魅力ある大都市居住」における 「地

域特性に応じた住宅地の整備」のなかで,「 工場跡地 ・新規埋立地等を活用 した新規住宅地の開

発,老 朽木造住宅密集地域などの再整備を推進 します」 と述べ,こ こで,「 老朽木造住宅密集地

域」について触れている.

その他,「密集市街地」に関する記述は少なく,「災害に強いまちづ くり」における 「震災対策」

でも,「老朽木造住宅密集地域」に直接言及 した内容はない.

(2)総 合計画21推 進 のための新指針 施策方針(ガ イ ドライ ン)編

大阪市 は,2001年3月 に,「大 阪市総合計画21」 の 「着 実かつ効 果的な推進 を図 る」ため,「 平

成13年 度 か ら5か 年 で取 り組むべ き主 な施策 の方 向な ど」を示 した 「総合計 画21推 進 の ための

新指針 施策方針(ガ イ ドライ ン)編 」(以 下,「 ガイ ドライ ン」)を 策 定 してい る.

「ガイ ドライ ン」 では,「 施策方針」 「分野別 まちづ くり」 の 「第6節 快適 で住 み よいま ち」

において,施 策方針のひ とつ として 「居住魅 力の向上」をあげ,「今後の施策展開 にあた っては,

魅 力ある大都市居住 の実現をめ ざして,公 共 ・民間 の適正 な役割分担 のも とに,市 民の幅広 い居

住 ニー ズに対応 した住 宅供給 に さらに取 り組 む とともに,良 好 な住環境 の創 出を図 るため,効 果

的に地域 の特色 を生か した住 宅地開発 を進 め る必要があ ります.ま た,既 存住宅の質の 向上 に向

けた更新 ・再生 を図 る必要があ ります」 と記述 している.

そのなかで,密 集 市街 地整備 に関 しては,「 既存住宅 ス トックの更新 ・再生」と して,「 老朽木

造住宅密集 市街 地にお ける住 環境整備 」お よび 「民間に よる自主更新 の促進 」 をあげてい る.

*25大 阪 市 は ,2005年 度 に,新 しい総 合 計 画 を策 定す る予 定 で あ る.



その具体的施策 として,「老朽木造住宅密集市街地における住環境整備」では,「生野区南部地

区,西 成区などの老朽木造住宅密集市街地において,老 朽住宅の建替えを進めるとともに,合 わ

せて道路や公園などの関連公共施設の整備を行 う総合的な事業を推進」することが記述 されてい

る.

また,「民間による自主更新の促進」では,「民間老朽住宅建替支援事業や優良賃貸住宅建設資

金融資制度を充実 し,老 朽化 した民間賃貸住宅や個人住宅の建替えを促進」し,「特にアクショ

ンエ リアなどにおいては,建ぺい率緩和制度等 も活用 し,自主的な更新について重点的に取 り組」

むことが記述されている*26.

(3)総 合 計画21推 進 のた めの新指針 いきいき大阪再生プ ラン

大阪市 は,2001年11月 に,「 大阪市総合計画21」 の 「着実 かつ効果 的な推進 を図 る」ため,

「ガイ ドライ ン」 とは別 に,「 特 に優先 的 ・重 点的に平成13年 度か ら15年 度 までの3か 年 で取

り組む施策 ・事業」 を提示 した 「総合計画21推 進のた めの新指針 いきいき大阪再生プラン」

(以下,「 い きい き大阪再生 プラン」)を 策 定 してい る.

密集 市街 地整 備 に関連す る施策 としては,「 いきい き大阪再生 プラ ン」の 「安 心 ・快適 な都市

(まち)へ 」のなかで,「 防災性 向上重点地 区の改善」があげ られ,具 体策 として,「 民間老朽住

宅 の よ り一層の建替 え促進」,「狭あい道路の整備」,「市 民ま ちづ くり活動の推進」が提示 されて

い る.

(4)総 合計画21推 進のための新指針 新生おおさか重点プラン

大阪市は,2004年3月 に,「 「ガイ ドライン」の後期2年 間である平成16～17年 度において,

「ガイ ドライン」に加えて特に優先的 ・重点的に取 り組むべき施策 ・事業」を取 りまとめた 「総

合計画21推 進のための新指針 新生おおさか重点プラン」(以 下,「 新生おお さか重点プラン」)

を策定 している.

密集市街地整備に関連する施策 としては,「新生おお さか重点プラン」の 「政策 目標4:快 適

で環境にやさしいまちにする～快適な都市環境の創造～」のなかの 「都市居住魅力のさらなる向

上」「地域の魅力を生かし,多 様なニーズに対応 した住環境づ くり」における 「老朽住宅密集市

街地での建替えの促進」,「建ぺい率緩和による安全なまちづ くりの推進」があげられる.

その具体的内容 として,「老朽住宅密集市街地での建替えの促進」では,「快適な居住地づ くり

を進めるため,特 に優先的な取組みが必要な地域において建設費補助の優遇を行 うなど,民 間老

朽住宅建替支援事業の拡充を図る」ことが,「 建ぺい率緩和による安全なまちづくりの推進」で

は,「 安全で住みよいまちづ くりを進めるため,建 築物を準耐火建築物 とするなどの新たな防火

規制の導入 とともに,建 ぺい率を80%ま で緩和することにより,老 朽住宅等の建替えを促進す

る」ことが記述 されている.

*26「 アクションエ リア」とは,「防災まちづくり計画」(1-3-3項)で 位置づけられる 「防災性向上重点地

区」のことであり,大 阪市が 「老朽住宅の建替えを重点的に促進する地域(建 替重点促進地区)」 として指

定し,建替えを促進するために,融 資助成制度などの要件緩和な どの優遇措置を実施 している地域である.



1-3-2大 阪市地域防災計画

地域防災計画は,災 害対策基本法にもとづき,大 阪市防災会議が策定する計画であ り,市 域の

震災にかかる災害予防,災 害応急対策および災害復旧に関す る事項を定めている.1995年 の阪

神 ・淡路大震災では,大 阪市内でも建造物の損壊などの被害が生じたことか ら,1997年 度と1998

年度に,内 容を大幅に改定し,そ の後も,適 宜,修 正 している.

(1)災 害予防計画

2004年3月 修正の 「大阪市地域防災計画〈震災対策編 〉」をみ ると,密 集市街地整備に関連

する施策 としては,「 災害予防計画」のなかの 「第1章 災害に強い 『都市空間づ くり』」の 「1.

都市の防災構造化」の 「基本方針」において,密 集市街地や老朽木造住宅地域を早急に整備す る

必要があることを明記 されている.ま た,続 く 「概要」においても,「防災性の観点から,早 急

に総合的な再整備の必要な地域 として,密 集市街地や老朽木造住宅地域が考えられ る.し たがっ

て,都 市の防災構造化 を推進するにあたっては,密 集市街地や老朽木造住宅地域の防災性向上を

最重要課題と認識 し,そ の解消を図っていくこととす る」と明記している.

また,「 災害予防計画」の第1章 「1-1密集市街地や老朽木造住宅地域の防災性向上の推進」

では,計 画の目的として 「密集市街地や老朽木造住宅地域は防災の面で多くの課題を抱えている

ことか ら,そ の解消を図 り市域の防災性の向上を促進すること」をあげ,密 集市街地や老朽木造

住宅地域を解消するための方策 として,「 面的整備事業等の推進」,「個別建替,共 同建替等の推

進」,「狭あい道路の整備」,「耐震改修の促進」*27の4つ をあげている.

(2)老 朽木造住宅密集 市街 地

「災害予防計画 」では,第1章 「1-1密 集 市街 地や老朽木造住宅地域 の防災性 向上の推進 」に

お いて,「 密集 市街 地」,「老朽 木造住宅地域」,「老朽木造住宅密集 市街地 」を以下の よ うに定義

している.

・密集市街地:狭 あい道路が多 く,住 宅等の建物が建て詰 まってい る地域.

・老朽木 造住 宅地域:戦 前長屋 や木造共同住宅等の老朽木造住宅が多 く分布す る地域 .

・老朽木 造住 宅密集 市街地:密 集 市街地 と老朽木造住宅地域 の両地域 が重 なった地域 .

その具体的な地域は,「 大阪市地域 防災計画 〈資料編 〉」において,「 密集 市街 地や 老朽 木造住

宅の分布」 として図示 されてい る(図1-3-1)*28.

同図に記載 された 「定義」に よると,「 密集市街地」は,250m×250mメ ッシ ュベースで1メ ッ

シ ュにお ける①建ぺい率が60%以 上,② 細街 路(幅 員4m未 満の道路)率20%以 上,③ 世帯密

度:80世 帯/ha以 上 め3つ の基 準す べてに該 当す る地域 としてい る.ま た,「老朽木 造住宅地域」

は,戦 前長屋お よび木造共同住宅 の床 面積 が1メ ッシュに5,000m2以 上の地域 としている.

1-3-3防 災まちづ くり計画

*27「 耐 震 改 修 の促 進 」は
,2004年 修 正 以 前 の 「大 阪市 地 域 防災 計 画 」に は,み られ な か っ た 記 述 で あ る,

*28こ の 図 は
,1998年3月 修 正 の 「大 阪 市 地 域 防 災 計 画 〈資 料 編 〉(平 成10年 修 正)」 に お い て,最 初 に

掲 載 され た.



・密集市衛地 とは、1メ ッシュにおける

① 建ぺい率が60%以 上

②細 街路(幅 貝4m未 満の道路)率20%以 上

③ 世帯密度80世 帯/ha

以上の3つ の基 準の全てに該 当す る地域

・老朽木造 住宅地域 とは
、戦前長屋及 び木造 共同

住宅の床面 積が1メ ッシュに5,000m2以 上の地域

出典:「 大阪市地域防災計画〈資料編〉(平 成10年 修正)」(1998)

図1-3-1大 阪市における密集市街地や老朽木造住宅地域の分布



大阪市は,1999年3月 に,兵 庫県南部地震に よる阪神 ・淡路大震 災の教訓か ら,地 震被 害 を

最小限に とどめ,か つ迅速 な復 旧 ・復興が可能 な,災 害 に強 く安心 して暮 らせ るまちづ く りを推

進す るために 「防災ま ちづ く り計画」を策 定 した.こ の 「防 災まちづ く り計画」は,大 阪府 の 「災

害 に強い都 市づ く りガイ ドライ ン」*29で い う 「防 災都市づ くり計 画」に該 当す るものであ る.

(1)防 災ま ちづ く り計画の基本方針

「防災ま ちづ く り計画」の基本方針 として,ま ず,「 防災 まちづ くり計画」の 目標 は,「 地震被

害 を最小限 にと どめ,か っ迅速な復 旧 ・復興 が可能 なま ち」とし,防 災ま ちづ くりの基本理 念 と

して,「 日常の都 市生活 ・活動 を より豊 かにす る防災 まちづ くり」 「地域 特性 を活 か した防災ま ち

づ く り」 「行政 と住民 による協働の防災ま ちづ く り」の3つ を掲 げて い る.

防災 まちづ くりの進 め方 として,広 域的 な視 点に基づ いた 「都市 レベル 」と身 近な生活空間 の

視点 に基づ く 「地 区 レベル」 の両面か ら進 めて い く必要 があ るとされ,「 都市 レベル」で は,地

震災害か ら都市機能 を保全 してい くこ と,延 焼火 災等 に よる被 害の拡 大 を防 ぐこと等 が課 題で あ

り,そ のた あの防災 まちづ くりの内容 として,以 下 の項 目を挙 げてい る.

1.都 心部の防災性向上 と主要都市機能の分散配置

2.都 市施設の防災機能の強化

3.延 焼遮断帯等の整備

4.水 と緑を活か した防災空間の形成

また,「地 区 レベル」で は,身 近な生活空間の防 災安 全性 を高めてい くこ とが中心課題 で あ り,

そ のための防災 まちづ く りの内容 として,以 下の項 目を挙 げてい る.

1.市 街地の面的不燃化 と耐震性の向上

2.防 災街区を単位 とする防災機能の強化

3.密 集市街地の安全性の向上

ここで,「 密集市街 地」へ の対応 は,「 地区 レベル」での防災ま ちづ くりとして位置づ け られ て

い ることがわか る.

さらに,「 地区 レベル」での防災ま ちづ く りでは,以 下の2つ を両輪 として進 めて い くことが

明記 されてい る.

1)市 街地の特性に応 じて必要な施策を適宜組み合わせ,総 合的に展開すること

2)地 域住民の自主防災の意識の高揚を図 り,行 政と住民が協働で取 り組むこと

ここで,1)の 施策 と して は,市 域 を 「一般市街 地」 と 「防災性 向上重点地 区」の2つ に区分

*291-2-3項
,1-2-10項 を 参 照.



し,「一般市街地」では,「既存の規制 ・誘導策や整備手法を活用 しながら,地 域住民の自主的な

防災まちづくり活動を啓発 ・支援 し,市 街地の安全性を高めていくこと」が,「 防災性向上重点

地区」では,「 一般市街地での施策に加 え,重 点的に施策を展開して安全な市街地形成を図るこ

と」があげられている.2)の 施策としては,「住民参加のまちづくりの推進」があげられている.

(2)防 災性 向上重点地 区の設 定 と防災ま ちづ くりの方針

「防災 まちづ く り計 画」で は,上 町断層系 の同時活動 に よる地震 を想 定 し,市 街 地の安全性 を,

「建物被 害要因」(老 朽木造建 築物等の集 積),「 火災被害要因」(市 街地 の燃 えやす さ),「避難 要

因 」(道 路閉塞 の可能性)の3つ の要因 を反映す る客観 的指標 を用いて評価 した うえで,防 災上

の課題 の多い市街地 を抽 出 し,こ れ を避難路や 主要河川 等の延 焼遮断帯で囲まれた防災街 区の単

位 で総合的に判定 して,「 防災性 向上重点地 区」 を設 定 してい る.

「防災性向上重点地 区」は,合 計49地 区,約3,855haが 設 定 されてい るが,こ れは,市 域面

積(約22,127ha)の 約17%に 相 当す る(図1-3-3).な お,「 防災性向上重点地区」の抽 出では,

250mメ ッシュデー タが用 い られ,抽 出で使用 され た指標 お よび評価 の フローは,図1-3-2の と

お りで ある*30.

「防災性向上重点地 区」では,「 防災ま ちづ くりの方針」が定 め られ,「 市街 地の安全性 と地区

の居住環境 の一体 的な向上を図 るた め,行 政 と住民 が協働 で防 災まちづ くりに取 り組み,地 域の

実情 に併せて,面 的整備 事業の活用 も含 め,制 度 の拡充や規制 ・誘導,整 備 手法の優先的,重 点

的活用 を図 り」,「1.防 災骨格 の強化」,「2.老 朽住 宅の建替」,「3.狭 あい道路の解消」とい った

整備 を進 める ことが明記 されてい る(図1-3-4).

なお,「 大 阪市地域防災計画」 で位置づ け られてい る 「老朽木造住宅密集市街地」 と 「防災ま

ちづ くり計画 」で位 置づ け られ てい る 「防災性 向上重点 地区」のエ リアは,重 なる場合が多いが,

地 区の抽 出方 法 ・基準が異 なるため,一 部 異なってい る.

関連 して,都 市再生本部(国)の 「都 市再生プ ロジ ェク ト(第 三次決定)」(2001年)*31が 対

象 としてい る 「密集市街地」 は,大 阪市域については,提 示 されてい る図面(図1-1-1)か ら,

大阪市 の 「防災性向上重点地 区」 に該 当す るもの と判断 され る.

また,大 阪 市は,「 都市再 生プ ロジ ェク ト(第3次 決定)」 を受け,2002年 度に,「 密集市街地

の うち,特 に危険 な市街地」 に該 当す るエ リア として,「 防 災性 向上重点地 区」約3,800haの う

ち,約1,300haを 「特 に優 先的な取 り組み が必 要な密集住 宅市街 地」(図1-3-5)と して指 定 して

い る.

以 上の よ うに,大 阪市 の 「密集 市街地」の 定義 ・抽 出に関 して,各 種 上位 計画 にお いて微妙 な

ズ レが生 じてい る.本 論文 では,「 大阪市地域防 災計画 」で定め る 「密集 市街 地」の定義 には こ

*30図1-3-2で ,「建物危険度」の 「建物倒壊量」は,「構造年代別建物倒壊確率×構造別年代別1階 床面積」

から算出 し,「構造年代別建物倒壊確率」には阪神 ・淡路大震災の実績値を用いているi「火災危険度」の

「不燃領域率」は 「空地率+(1-空 地率)× 耐火率」から,「木防建ペイ率」は 「木造建築物の1階 床面

積/地 区面積」から算出している.「避難危険度」の 「道路閉塞確率」は 「(8m未満の幅員別道路延長×幅

員別道路閉塞確率)/道 路総延長」から算出 し,「道路閉塞確率」には阪神 ・淡路大震災の実績値を用いて

いる.
*311-1-5項 を参照 .



出典:大 阪市 「災害危険度判定等調査報告書」(1998)

図1-3-2防 災性向上重点地区の抽出に用いられた指標および評価のフロー

出展:大 阪市計画調整局作成のパンフレット 「大阪市の防災まちづ くり計画」(1999)

図1-3-3大 阪市の防災性向上重点地区



図 注:「 大 阪 市 の 防 災 ま ちづ く り計 画 」

パ ン フ レッ ト(1999)の 掲 載 図 を も とに ,

編 集 して い る.

出 展:大 阪 市 計 画調 整 局 作 成 の パ ン フ レ ッ ト 「大 阪 市 の 防 災 ま ちづ く り計 画 」(1999)

図1-3-4防 災性向上重点地区における防災まちづくりの方針

図 注:「大 阪 市 地 域 防 災 計 画<

資 料 編>」(2004)の 掲 載 図 を

も と に,図1-3-3に 重 ね て編

集 して い る.

資料:「 大阪市地域防災計画<資 料編>(平 成16年 修正)」(2004)

図1-3-5大 阪市における特に優先的な取り組みが必要な密集市街地



だわ らず,と くに断 らない 限 り,「 老朽木造住宅密集 市街 地」,「老朽木造住 宅地域」,「防 災性 向

上 重点地 区」 も,た んに 「密集市街地 」 と総称す る.

(3)住 民参加 のまちづ くりの推進

「防災まちづ く り計画 」では,「住民参加 のまちづ くりの推進 」に関 して,「防災 の意識 を高め,

まちづ く りに参加す る」,「行政 と住民が協働で安全 ・安 心なま ちをつ くる」,「各種支援制 度 を活

用す る」 といった方針 を掲 げてい る.

ここでは,1)延 焼遮断路線 となる都市計画道路 な どの整備 は行政 が行い,2)地 区内部 の 区画

道 路の整備 は,行 政 と住民が協働 で進め,3)老 朽住宅 の建替 えは,住 民 による 自主的な建替 え

を行政が支援す る,と い う役割 分担が明示 されてい る.

1-3-4都 市計画 区域の整備,開 発 及び保全の方針

大阪府が2004年4月 に施行 した 「都市計画 区域マ スター プラン」は,大 阪府全域 を対 象 と し

た 「基本方針」 と,都 市計 画区域 ごとの 「都 市計画区域の整備,開 発 又は保 全の方針」の2部 構

成 となってい る*32.大 阪府の4つ の都市計画 区域 の うち,「 大阪都市計 画区域 」は,大 阪市1市

のみ で構成 されてお り,「 大阪都市計画 区域」 の 「整備,開 発又 は保 全の方針」 は,実 質的 に大

阪市域 の 「整備,開 発又は保全の方針」 を意味 してい る*33.

以下,「 大阪都市計画 区域」 の 「整備,開 発又 は保全 の方針 」の 「主要 な都市 計画の決定 の方

針 」の うち,「 密集市街地」の整備 に関連す る方針 を抽 出す る.

1)1.土 地利用に関する主要な都市計画の決定の方針

(1)主 要用途の配置の方針

(A)住 宅地

・職住近接,遊 住近接などのニーズに応えるため,老 朽木造建築物が密集 している地域では,

道路など都市基盤施設の整備や建築物の建替え促進など居住環境の向上に努め,(以 下略)

2)1.土 地利用に関する主要な都市計画の決定の方針

(3)市 街地における住宅建設の方針

地域環境に応 じた居住魅力の創出

・老朽木造住宅密集市街地や,都 心地域,歴 史性 ・文化性を有する地域,住 宅 と工場が混在

している地域など,既 存住宅地の特性に応 じた居住魅力の再生をはかる(以 下略)

3)1.土 地利用に関する主要な都市計画の決定の方針

(3)市 街地における住宅建設の方針

*321-2-8項 を参 照 .

*33な お ,大 阪 市 は,2004年 度 時 点 で は,都 市 計 画 の 「市 町 村 マ ス ター プ ラ ン 」 を 策 定 して い な い が,今

後,策 定 す る方 向 で 検討 して い る.



災害に強い安心できる住まいの確保

・安全なまちの実現を基本 日標 に据え,災 害に強い住まい ・まちづくりを強力に推進 してい

くことが重要であり,そ のため,震 災対策に配慮 した住宅建設や民間老朽住宅の共同 ・協

調建替の促進,既 存住宅の耐震改修の促進など耐震 ・耐火性に優れた住まいづ くりをすす

めるとともに,道 路整備 と老朽住宅地整備の一体的な推進など都市全体の不燃防災化の推

進 をはかる.

4)1.土 地利用に関する主要な都市計画の決定の方針

(7)都 市防災に関する方針

(B)整 備方針

b)震 災対策

・市街地の特性か らみて防災街区全体で災害発生の可能性が高い密集市街地を防災まちづく

り計画で防災性向上重点地区 として位置づけ,行 政 と市民が協働で防災まちつ くりに取 り

組み,地 域の実情に応 じて総合的な整備手法の検討を行 うとともに,道 路や公園等の整備,

建築物の耐震化 ・不燃化の促進,狭 あい道路の解消の促進等により安全な市街地の形成を

はかる.

5)3.市 街地開発事業に関す る主要な都市計画の決定の方針

(1)主 要な市街地開発事業の決定の方針

(B)快 適な居住環境の創出

密集市街地の整備

・防災性向上重点地区においては,行 政 と市民が協働で防災まちづくりに取 り組み,地 域の

実情に応 じて総合的な整備手法の検討を行 うとともに,道 路や公園等の整備,建 築物の建

替を促進す る助成 ・誘導策の導入,狭 あい道路の解消の促進等により安全な市街地の形成

をはかる.

6)3.市 街地開発事業に関す る主要な都市計画の決定の方針

(1)主 要な市街地開発事業の決定の方針

(C)都 市の不燃化促進

・老朽木造住宅密集地域や住工混在地域の市街地の再整備によ り,建 築物の不燃化やオープ

ンスペースの確保に努める.ま た,延 焼遮断効果を持つ建築物 ・道路 ・公園 ・河川等の整

備 を行い,都 市全体の不燃化を進める.(中 略)

・さらに,市 街地の線的 ・面的不燃化を促進することにより,災 害時においても自立的な都

市活動を営むことのできる防災街区の形成をはかる.

以上の方針 は,基 本的 に,大 阪 市の 「防災ま ちづ く り計画」(1-3-3項)を ふ まえた もの となっ

てい るこ とが わかる.

住 宅の耐震改修促進 に関 して は,「 密集市街地」 に直接 関連す る施策 とはいえないが,3)「 市



街地における住宅建設の方針」の 「災害に強い安心できる住まいの確保」で,「 既存住宅の耐震

改修の促進」が盛 り込まれている.

1-3-5大 阪市住宅審議会 ・答申

大阪市住宅審議会 は,大 阪 市の 「今後 の住 宅政策 の方 向について」,一 定期 間 ご とに答 申を行

ってい る.阪 神 ・淡路大震災以降で は,1997年9月 と2004年8,月 に答 申が行 われ ている*34.

2004年8月 の答 申(以 下,「 大阪市住宅審議会 ・答申」)で は,住 宅政策 の基 本 日標 として,「活

気あふれ る多様 な居 住の実現-「 まちに住 ま う」新 時代 をめ ざ して-」 をかかげ,「 施策展 開に

あたっての重要な視点」として,1)総 合性 のあ る居住政策 を展開す る,2)地 域 特性 を重視す る,

3)既 存 ス トックを活用す る,4)公 共 と民間が適切 に役割 分担 し,協 働す る,の4つ の視 点をあ

げてい る.

密集市街地 に関 して は,こ の うち,4)の 「公共 と民間が適切 に役割 分担 し,協 働 す る」の な

か で,「 老朽住宅密集市街地の整備 な ど,民 間だけに よる事業で は困難 な もの につ いては,公 共

による積極的 な施策展開が必要であ る」 と記述 してい る.

また,「 大阪市住宅審議会 ・答 申」では,「 今後取 り組 むべ き方 向 と主要な住宅施策 」 と して,

「(1)市 民に愛 され る個性 豊かな居住地 の創造 と再生」,「(2)大 都 市居住ニー ズに応 える住 まい

づ くり」,「(3)安 心 して暮 らせ る住 まい ・ま ちづ くり」,「(4)住 宅 ス トックの再生 と有効活 用」,

「(5)市 民 とともに進 める都市居住」の5つ の施策 をあげて いる.

この うち,密 集市街地整備 に関す る施 策 としては,「今後 取 り組 むべ き方向 と主要な住宅施策」

の 「(3)安 心 して暮 らせ る住 まい ・まちづ くり」 の 「① 老朽住 宅密集 市街地整備 の推進」 にお

いて,「 老朽住宅密集 市街地整備 のモデル事業 の推進」お よび 「重点的 ・戦略 的な老朽住宅密集

市街 地整備 の推進 」をあげている.

その具体的施策 として,「 老朽住宅密集 市街 地整備 のモデル事業の推進」で は,「 生野 区南部 地

区等でのモデル事業の推進 」,「福 島区北西部地 区での事業推進 」が,ま た,「 重点 的 ・戦略的 な

老朽住宅密集 市街 地整備 の推 進」では,「 民間老朽住 宅の建替促進 」,「建ぺ い率制 限 の緩和 と新

たな防火規制の導入」,「既存住宅の耐震化 の促 進」,「主要 な生活道 路沿道の不燃化 の促進 」,「狭

あい道路の拡幅整備の推進 」があげ られ てい る*35.

1-3-6密 集市街地整備に関する大阪市の方針

以上より,密集市街地整備に関する大阪市の方針は,基 本的に国や大阪府の方針 と同様であり,

その環境改善の主要な課題は,防 災性の向上,特 に,市 街地大火の防止 を日標 に,老 朽木造建築

物が密集する状況を解消 し,道 路や公園などの公共施設 を整備することである,と いえる.

ただし,大 阪市は,密 集市街地整備の手法のひとつ として,住 宅の耐震改修促進 を明確に位置

づけてお り,そ の点が大阪府 と異なる.

*34大 阪 市 は
,「 住 宅 マ ス タ ー プ ラ ン」 を策 定 して い ない が,大 阪 市 住 宅 審 議 会 の答 申 が,実 質 的 に,大 阪

市 の 住 宅 マ ス タ ー プ ラ ン 的 な役 割 を担 って い る と もい え る.

*35こ れ らの 施 策 の うち
,す で に 実施 され て い る もの につ い て は,1-4節 で そ の 概 要 を示 す.



1-4大 阪市における密集市街地整備施策の現状

1-1～143節 では,密 集市街地整備に関す る国,大 阪府,大 阪市の方針をまとめたが,本 節では,

本論文が事例対象 とする大阪市を事例として,そ の密集市街地整備施策の現状を,文 献調査およ

び大阪市担当部局へのヒアリング調査をもとにま とめる.

なお,こ こでは,各 施策を,「 道路整備および関連事業」,「面的整備事業」,「住宅の建替えに

関する主な支援制度」,「形態規制の緩和による建替えの促進」,「住宅の耐震改修に関する主な支

援制度」の5つ に大きく分類 して,そ れぞれの施策の現状を体系的にまとめる.

1-4-1道 路整備および関連事業

密集 市街 地整備 に関連す る道 路整 備 には,都 市(広 域)レ ベル での 「避難 路,緊 急交通路の整

備 」,地 区 レベル での 「主要生活道路の整備」,「狭 あい道路 の整備 」な どがあげ られ る.こ の う

ち,「 主 要生活道路」 の整備 は,通 常,面 的整備事業 の一環 として実施 され るため,こ こでは,

「避難 路,緊 急交通 路の整備 」 と 「狭 あい道路 の整備 」の概要 をま とめ る.ま た,「 避難路の整

備」 に関連 して,「 都 市防 災不燃 化促進事業」 の概要 もま とめる.

(1)避 難路および緊急交通路の整備

避難 路お よび緊急 交通 路は,基 本的 に都市計画道路 であ り,約1㎞ の間隔で配置 ・計画 され

ている(図1-4-1).「 大阪市地域防災計画<震 災対策編>」 「災害予防計画」(2004)で は,「 避 難

路」 の整備,「 緊急 交通路 ・緊急輸送基地」 の整備 について,そ の 「計画の 目的」 を,以 下の よ

うに記 述 してい る(同,p.37,p.39).

・避難路の整備

避難 路は,広 域避難場所に通 じる道路または緑地,緑 道であって,避 難圏域内の市民を

広域避難場所 に迅速かつ安全に避難 させ ることを可能 とすべ く,避 難に必要な道路等につ

いて,施 設の耐震性の強化 を図るとともに,拡 幅や沿道の不燃化等の整備を図っていくこ

ととする.

・緊急交通路 ・緊急輸送基地

地震時に災害応急対策活動を迅速 ・的確 に実施するため,事 前に緊急輸送ネ ッ トワーク

及び輸送基地を指定 しその整備を推進する.

避難路および緊急交通路の計画総延長は,大 阪市全体で320㎞ であ り*36,2003年 度時点で,

整備済み路線が255㎞,整 備中路線が18㎞,未 整備路線が47㎞ となってお り,整 備済みと

整備 中の路線をあわせた整備率は85%と なっている.

また,防 災性向上重点地区に限定すると,避 難路および緊急交通路は,計 画総延長99㎞ に

*36避 難路 ・緊急交通路の計画総延長320㎞ のうち避 難路かつ緊急交通路が153㎞ ,避 難路が120㎞,

緊急交通路が47㎞ となっている.



出典:大 阪市計画調整局作成パ ンフレッ ト 「大阪市の防災まちづくり計画」

図1-4-1大 阪市における避難路 ・緊急交通路の整備計画

出典:大 阪市建設局資料

図1-4-2大 阪 市 「三 国 東 地 区 土 地 区 画 整 理 事 業 」 の計 画 図



対 して,2003年 度時点で,整 備済み路線が64㎞,整 備 中路線が7㎞,既 成路線 が18㎞,未

整備 路線 が10㎞ とな ってお り,整 備済み,整 備 中,既 成の路線 をあわせ た整備 率 は90%と な

ってい る*37.

(2)都 市防 災不燃化促進事 業

「都 市防災不燃化促進 事業 」は,「 大規模 な地震等 に伴 い発生す る火 災か ら市民の生命 ・身体

及 び財産 を保護す るため,「 地域 防災計画」に定める避 難路の うち,指 定す る避難路 の沿道 区域

(道路境界 か ら30メ ー トル)に おい て,一 定の基 準に適 合す る耐火建築物 を建設 」す る者 に対

して,「 予算 の範囲内で助成 ・融資 を行い,避 難 路沿道 での耐火 建築物 の早期建設 を促進 し,都

市の防災性 向上 を図 るこ とを 目的 とす る」事業 である.

大阪市 で最初 に事業認可 され たのが,1980年 の豊 里矢 田線 東成地 区であ り,以 来,事 業終了

、地 区が2地 区,現 在 実施地区が3地 区 となってい る。事業終 了地 区は,豊 里矢 田線 東成地区(面

積10.4ha,延 長1.7㎞),天 王寺吾彦 地区(面 積16.0ha,延 長2.7㎞)で ある.事 業実施 中の地

区 は,城 東鶴 見地区(面 積18ha,延 長3.0㎞),淀 川 右岸豊里地 区(面 積14.8ha,延 長2.5㎞),

東成 ・旭 ・城 東地 区(面 積32.1ha,延 長5.8㎞)で あ る.

事業 内容 と して は,大 き く,助 成制度 と融 資制度 があ る.

助成や融 資の対象者 は,指 定 され た避難 路の道路境 界か ら奥行 き30mの 範 囲で,一 定の要件

(た とえば,敷 地面積65㎡ 以上 または建築 面積50㎡ 以上,2階 以上 の耐火建 築物で避 難路に面

す る場合 は高 さ7m以 上 な ど)を す べて満 たす建築物 を建築す る者で ある.

助成金 額 は,3階 までの延べ床面積 に応 じて決め られてお り,さ らに,共 同建築 であるか,住

宅供 給型 で あるか,な どに よって金 額が上乗せ され る仕組み となって い る.

2002年 度 末までの補助実績は,事 業終 了地区では,豊 里矢 田線東成地 区が47件,天 王寺吾彦

地 区が43地 区 となってい る.事 業実施 中の地 区で は,城 東鶴見地 区が9地 区,淀 川右岸 豊里地

区が5地 区,東 成 ・旭 ・城 東地区が8地 区 となってい る.

(3)狭 あい道路の整備

大阪市は,道 路拡幅整備の実効性を高めるとともに,狭 あい道路の拡幅について市民への普

及 ・啓発を行 う日的か ら,国 の補助制度をもとに,2003年 度に,「狭あい道路拡幅促進整備事業」

を創設 した.こ れは,「 幅員4m未 満の狭あい道路において,建 築基準法で定められた4mの 幅

にするために建築主等によって後退 された部分の道路舗装等を市が行 う」 ものである.た だし,

対象地区は,「特に優先的な取 り組みが必要な密集住宅市街地」(図1-3-5,約1,300ha)に 限定 さ

れ る.

具体的な整備内容は,「 後退用地及びすみ切 り用地部分について,用 地買収は行わず,建 築主

等の協力を得て,道 路舗装し,道 路境界石 ・後退表示板を設置する.狭 あい道路に接する土地に

おいて,原 則 として,建 築基準法で建築制限のある新築 ・増改築等(確 認 申請を必要 とする行為)

を行 うものを対象 としているが,土 地所有者の承諾が得 られれば,屋 外駐車場の整備等の確認申

*37大 阪市に関していえば,避 難路 ・緊急交通路の整備率は,高 い水準にあるといえる.



請を必要 としない ものにおいて も整備 」す るもので ある.

実績は,2003年 度 は実施件数22件,道 路舗装240m,2004年 度 は8月 末 時点 で実施件数25

件,道 路舗 装200mで あ る.

1-4-2面 的整備事業

密集市街地整備 を目的とした面的整備事業 としては,土 地区画整理事業,市 街地再開発事業,

住宅地区改良事業,(旧)密 集住宅市街地整備促進事業,住 宅市街地総合支援事業*38な どが代表

的である.

「大阪市地域防災計画<震 災対策編>」 「災害予防計画」(2004)で は,防 災性向上重点地区に

おける面的整備事業に関して,「生野区南部地区等において,住 宅市街地整備総合支援事業や住

宅地区改良事業等を活用 し,住 環境整備 とあわせて防災まちづ くりを進めていく他,西 成地区に

おける住宅地区改良事業等や,三 国東地区における土地区画整理事業,並 びに放出地区における

土地区画整理事業等を推進 してい く.な お,淡 路駅周辺地区においては,土 地区画整理事業によ

り鉄道の連続立体交差事業 とあわせて,周辺の密集市街地や老朽木造住宅地域の都市基盤整備 を

進めていく」と述べている(同,p.28).

(1)三 国東 地区土地区画整理事業

土地区画整理 事業を推進す る地区 として 「大 阪市 地域 防災計画」で提示 され た地 区をみ る と,

三国東地区の地区面積 は約39.0ha,事 業費は約510億 円,事 業期 間(予 定)は2000年 度か ら2020

年度 とな ってい る.放 出地 区の地 区面積 は約9.7ha,事 業費 は約116億 円,事 業期 間(予 定)は

1994年 度 か ら2006年 度 となってい る.淡 路駅周辺地 区の地区面積は約8.9ha,事 業費は約396

億 円,事 業期間(予 定)は1996年 度 か ら2009年 度 となってい る.

とくに,三 国東地 区は,老 朽木造住 宅が密集す る市街 地の防災性 向上を 目的 とす る土地区画整

理事業の典型 とい えるが(図1-4-2),事 業期間が20年 と長 く,ま た,そ の事業費(財 政負担 額)

をみ ると,1年 あた り25.5億 円,1ha当 りで は,20年 間累計で13億 円を要す る ことがわか る.

事業費の多 くは,建 物移転補償 であ り,と くに三国東地区では,1,734戸 の建物 が移転 す る計画

となってお り,多 額の補償 費が必要 となっている*39.

(2)生 野区南部地区整備事業

大阪市において,住 宅市街地総合整備事業や住宅地区改良事業などを活用 した面的整備 を進め

ている地区は,2004年 度現在,生 野区南部地区,西 成区北西部地区,福 島区北西部地区*40の3

地区である.そ れぞれの地区面積は約100haで あり,合 わせて約300haが 面的整備の対象となっ

*38「 密集住宅市街地整備促進事業」と 「住宅市街地総合支援事業」は,2004年 度より,「住宅市街地総合

整備事業」に統合された.

*39し かも,こ の数字は計画段階のものであり,こ のとお り進捗するかどうかも確実とはいえない.三 国

東地区の事例から判断すると,密 集市街地のように小規模な土地 ・建物が集積する地区を対象に,土 地区

画整理事業の一般的な手法を用いて市街地を整備する場合は,事 業期間が長期に及ぶこと,事 業費が多額

になることは,避 けて通れない問題であることがわかる.

*40た だ し,福 島区北西部地区は,2004年 度時点では,ま だ具体的な事業は進捗 していない.



ている.

とくに生野区南部地区(面 積約98.5ha)で は,大 阪市の密集市街地整備のモデル事業 として,

住宅市街地総合整備事業(旧,密 集住宅市街地整備促進事業,住 宅市街地総合支援事業),住 宅

地区改良事業,民 間老朽住宅建替支援事業などを活用 した事業が,1994年 度から実施 されてい

る.

生野区南部地区では,阪 神 ・淡路大震災直後の1995年2月 に,地 区のまちづ くり協議会によ

り,「まちづ くり基本構想」が策定された(図1-4-3).「 まちづくり基本構想」の主な内容 として

は,老 朽住宅の建替え促進,従 前居住者用住宅の建設,道 路 ・公園などの公共施設の整備,ま ち

か ど広場の整備,住 宅地区改良事業の実施,狭 あい道路の整備があげられる.

この うち,住 宅地区改良事業は,地 区の一部(6.15ha)で1998年 度から実施 されてお り,事

業終了年度は,2009年 度の予定である.大 阪市が事業区域内の土地 ・建物を買収 し,新 たに改

良住宅を約750戸 建設す る予定となっている.

住宅市街地総合整備事業(旧,密 集市街地整備促進事業)で は,ま ちかど広場の整備などが進

められている.ま ちか ど広場は,地 区内に15ヶ 所程度を整備する予定となってお り,2003年 度

までに6ヶ 所が完成 している.

住宅市街地総合整備事業(旧,住 宅市街地整備総合支援事業)で は,都 市再生住宅(従 前居住

者用賃貸住宅)の 建設,主 要な生活道路の整備,都 市計画公園の整備などが進められている.都

市再生住宅は,約350戸 建設する予定であり,2003年 度までに175戸 が完成 している.主 要生

活道路は,地 区内の東西 ・南北方向に,幅 員約8mの 道路を整備する予定 となっている.

年間の総事業費(財 政負担額)を みると,2003年 度の予算では,大 阪市住宅局の管轄分のみ

で約17.5億 円となっている.

1-4-3住 宅の建替えに関する主な支援制度

住宅の建替 えを促進する施策には,1)専 門家派遣,補 助金,融 資あっせんなどによる支援策,

2)形 態規制などの各種規制を緩和する施策,の 大きく2つ の施策がある.こ とでは,前 者1)

の施策の うち,密 集市街地整備に関連する施策の概要をまとめる.

(1)民 間老朽住宅建替支援事業(タ テカエ ・サポーティング21)

民間老朽住宅の建替えを促進するために,1992年 度に創設 された大阪市独 自の制度である.

大阪市住宅供給公社に相談窓 口を設置 し,建 替えに関する無料相談,専 門家(ハ ウジングア ドバ

イザー)の 派遣などの相談 ・コンサルティング業務,建 替え計画策定費の一部を補助する制度,

建替えにあたっての建設費の一部を補助する制度,従 前居住者に対す る家賃補助制度などを実施

している.ま た,老 朽化 した個人住宅の建替えを促進するために,建 設資金の一部を融資あっせ

んす る 「個人住宅建替資金融資制度」 もあわせて実施 している.

民間老朽住宅建替支援事業の対象 となる住宅は,「築20年 以上の木造 ・鉄骨造 ・コンクリー ト

ブロック造等の住宅または,築35年 以上の鉄骨鉄筋コンクリー ト造 ・鉄筋コンクリー ト造の住



出典:大 阪市住宅局生野南部事務所作成パンフレッ ト 「いくのなんぶ」

図1-4-3大 阪市 「生野区南部地区整備事業」のまちづくり基本構想



宅 」であ る*41.建 替 え後 の敷地 面積 は,お おむね200㎡ 以 上で,ア クシ ョンエ リア(建 替重点促

進 地区)内 は180㎡ 以 上 となってい る.

なお,民 間老朽住宅建替支援 事業の事業費総額 は,2003年 度予算 で約4億 円 となっている.

各 制度 の概要 と実績 は,以 下の とお りで ある(図1-4-4).

ア.建 替相談サー ビス

建 替 えに関す る建物 の計画,助 成制度,融 資制度 な どの 「日常相談」,弁 護士,税 理士,建 築

士な どの専門家 に よる 「専門家相談」 を無料 で行 う.

「日常相談」 の実績 は,1999年 度2,644件,2000年 度1,711件,2001年 度1 ,683件,2002年

度1,760件,2003年 度1,548件 で,制 度創 設(1992年 度)か ら2003年 度 までの累計は約3万 件

(29,916件)で ある.一 方,「 専 門家相 談」の実績 は,1999年 度28件,2000年 度54件,2001

年 度26件,2002年 度29件,2003年 度35件 で,制 度創 設か ら2003年 度 まで の累 計は473件 で

あ る.

イ.ハ ウジングア ドバ イザーの派遣

共 同 ・協調建替 えへ の建 替 え支援や建ぺ い率許 可制度を活用 しての合意形成支援 を行 うための

専門家(ハ ウジングア ドバイザー)を 派遣す る.

派 遣の実績 は,1999年 度2ヶ 所12回,2000年 度4ヶ 所24回,2001年 度0ヶ 所0回,2002

年 度2ヶ 所9回,2003年 度1ヶ 所6回 で,制 度創 設(1992年 度)か ら2003年 度 までの累計は

14ヶ 所65回 で ある.

ウ.建 替計画策定費補助制度

共同 ・協調建替えの計画策定を一級建築士事務所や建設コンサルタン トへ委託する場合,そ の

費用の一部を補助する.

1992年 に創設 されたが,実 績はない(2003年 度末時点).

エ.建 替建設費補助制度

建替えにともな う設計費,除 却整地費,空 地等整備費,共 用通行部分整備費などの一部を補助

す る.以 下のように,建 替えの形態によって補助の内容が異なる.

・単独建替:6戸 以上の賃貸住宅を建設する場合,設 計費,除 却整備費,空 地等整備費の一部

を補助する.

・共同建替:2以 上の土地所有者等が2以 上の敷地において
,1つ の構 えをなす建築物を建設

する場合,設 計費,除 却整備費,空 地整備費の一部を補助 し,さ らに共用通行部分整備費

(廊下 ・階段など)の 一部にも補助する.

*41こ の対象住宅の要件を解釈すると
,木 造 ・鉄骨造などの場合は築20年 で,鉄 筋コンクリー ト造などの

場合は築35年 で 「老朽住宅」 とみなしうることを意味 している.



・協調建替:2以 上の土地所有者等が2以 上の敷地で,一 定のルールに基づき一定期間内に建

設する場合,設 計費,除 却整備費,空 地等整備費の一部を補助 し,共 用通行部分(廊 下 ・

階段など)が ある場合には,そ の整備費の一部にも補助す る.

補助交付決 定の実績 は,「 単独建替 」,「共同建 替」,「協調建替 」 を合わせて,1999年 度26件

(従前戸数419戸:計 画戸数551戸,以 下同様),2000年 度22件(254戸:399戸),2001年 度

13件(157戸:216戸),2002年 度12件(178戸:225戸),2003年 度9件(135戸:188戸)で,

制度創設(1993年 度)か ら2003年 度 までの累計は190件(2,621戸:3,537戸)で ある*42.

なお,1999年 度 よ り,「 アクシ ョンエ リア(建 替重点促進地 区)」 内 にお いて,補 助 要件 の緩

和 と補助内容の優遇 がな され ているが*43,「 ア クシ ョンエ リア」内 での補助 交付決定 の実績 は,

1999年 度 は0件,2000年 度3件,2001年 度5件,2002年 度3件,2003年 度3件 で,1999年 度

か ら2003年 度まで の累計は14件 に とどまる*44.

オ.従 前居住者家賃補助制度

建替建設費補助の対象 となった建替え前の住宅に2年 以上住んでいた者で,一 定の補助要件

(収入基準,公 的制度の家賃補助を受けていないなど)を 満たせば,① 仮移転(市 内の民間賃貸

住宅に仮移転する),② 再入居(建 替え後の住宅に再入居する),③ 転出(市 内の他の民間賃貸住

宅に転出する)の 場合において,家 賃の一部を補助する.な お,「 高齢者世帯等」*45の場合は,

補助額や補助期間などについて補助内容の優遇がある.

交付件数の実績は,以 下のとお りである.

①仮移転

「仮移転 」の交付件数 の実績は,1999年 度12件(内,「 高齢者 世帯等」4件,以 下同様),

2000年 度3件(3件),2001年 度2件(2件),2002年 度4件(2件),2003年 度4件(2件)

で,制 度創 設(1995年 度)か ら2003年 度 までの累計 は60件(23件)で ある.

*42こ のうち,「 共同建替」や 「協調建替」の実績は,ほ とんどないものと推定され る.
*43「 アクションエ リア」内での補助要件の緩和 としては,建 替え後の敷地面積が200㎡ から180㎡ に緩

和 されるほか,建 替え後の住戸床面積について,25㎡ 以上50㎡ 未満の小規模住宅の割合が全体住戸数の

30%以 内から50%以 内に緩和 される.ま た,補 助内容の優遇 としては,一 定の補助要件のもとで,「単独

建替」の場合は,エ レベータ設置費の一部補助の上乗せが,「共同建替」「協調建替」の場合は,エ レベー

タなど共用通行部分整備費に加 えて,共 同施設整備費(給 水 ・電気施設,機 械式駐車場)の 一部補助の上

乗せがなされる.
*44「 アクションエ リア」は,「防災性向上重点地区」 と同一のエ リアであり,「アクシ ョンエ リア」内で

の実績が少ないことは,密 集市街地でめ実績が少ないことを意味する.な お,1999年 度から2003年 度ま

での 「アクションエ リア」内での実績14件 は,実 績総数82件 の約17%で あり,「アクションエ リア」の

面積が大阪市域の約17%に 相当することを勘案すると,「アクションエ リア」以外での実績に対する相対

的な割合をみても,「アクションエ リア」内での実績が多い とはいえない.
*45「 高齢者世帯等」とは,従 前居住者の世帯構成が,次 のいずれかに該当する世帯をい う.①65歳 以上

の者が,単 身もしくは 「配偶者,18歳 未満の児童,65歳 以上の者」のいずれかの親族等とのみ同居する世

帯,② 入居者 もしくは同居する親族が障害者等である世帯,③ 配偶者のない女子 とその子供で構成 され,

20歳 未満の児童が含まれる世帯.



②再入居

「再入居 」の交付件数の実績 は,1999年 度30件(内,「 高齢者世帯等」12件,以 下同様),

2000年 度31件(14件),2001年 度32件(16件),2002年 度66件(37件),2003年 度66件

(39件)で,制 度創設(1993年 度)か ら2003年 度 までの累計 は264件(133件)で ある.

③転 出

「転 出」の交付件数 の実績 は,1999年 度64件(内,「 高齢者世 帯等 」25件,以 下同様),

2000年 度68件(29件),2001年 度76件(34件),2002年 度81件(37件),2003年 度72件

(39件)で,制 度創設(1995年 度)か ら2003年 度 までの累計は430件(187件)で ある,

「仮 移転」,「再入居」,「転 出」の交付件数 の合計 は,1999年 度106件(内,「 高齢者世帯等」

41件,以 下同様),2000年 度102件(46件),2001年 度110件(52件),2002年 度151件(76

件),2003年 度142件(80件)で,制 度創設 か ら2003年 度 までの累計は754件(343件)で あ

る.全 体の傾向 として,「 高齢者 世帯等」へ の交付件数 が,約 半数 を占めてい る.

カ.個 人住宅建替資金融資制度

老朽化 した個人住宅の建替えを促進 して,居 住水準の向上を図 り,良 好なまちなみ形成 と不燃

化を図るために,自 己居住の住宅を建替えるための建設資金の一部について,低 利の融資あっせ

んを行 う.

申込資格者は,土 地に対する所有権や賃借権な どの権利を有 し,老 朽住宅を建替え,自 ら居住

す る個人である.対 象となる 「老朽住宅」は,民 間老朽住宅建替支援事業の他の制度 と同様で,

「築20年 以上の木造 ・鉄骨造 ・コンクリー トブロック造等の住宅または,築35年 以上の鉄骨鉄

筋 コンクリー ト造 ・鉄筋 コンクリー ト造の住宅」である.ま た,住 宅金融公庫の融資を受けるこ

とが要件 となってお り,建 替え後の敷地面積の条件は,住 宅金融公庫の融資条件にしたが う.

建替え後の建物の条件は,以 下のとおりである.

・住宅金融公庫の定める建設基準に適合すること.

・鉄筋 コンクリー ト造および鉄骨造などの耐火構造又は準耐火構造であること.

(木造であっても,一 定の防火性能があれば,準 耐火構造 として認められることがある.)

・住宅部分の延べ床面積が70㎡ 以上でかつ2寝 室以上であること.

・壁面が道路境界線より原則 として1m以 上後退 していること.

・接道部を中心に敷地の3%以 上の緑地を設置す ること.

・店舗 ・事務所付住宅の場合は,住 宅部分の床面積が全体の過半を占めていること.

・建築基準法お よび関連法規,大 阪市民間老朽個人住宅建替建設基準に適合すること.(共 同で

建替えるときは建物の条件緩和がある.)

融資 の実績 は,1999年 度0件,2000年 度3件,2001年 度2件,2002年 度3件,2003年 度0

件 で,制 度創 設(1995年 度)か ら2003年 度 までの累計 は27件 である.



(2)優 良賃貸住宅建設資金融資制度

土地の所 有者等が賃貸住宅 を建設す る場合 に,そ の建設 資金 に対す る低利 の融資 あっせ ん を行

い,良 好な市街地住宅 の供給促進 を図 り,居 住環境の向上 を図る ことを 日的 と した ものであ る.

1999年 度に創 設 された大阪市独 自の制度であ る*46.補 助 の要件 として,敷 地面積 がおおむね

200㎡ 以上であ ること,耐 火構 造で地上3階 建 て以上であ ること,賃 貸住 宅が6戸 以 上であ るこ

と,各 住戸 は50㎡ 以上125㎡ 以 下(た だ し,小 規模住宅 は25㎡ 以上50㎡ 未満)で,小 規模 住

宅 は全戸数 の30%(た だ し,「 密集 地区(ア クシ ョンエ リア)」 は50%)以 内で あ ること,な ど

が ある.

融資 区分 に応 じて利率 が異 な り,「密集 地区(ア クシ ョンエ リア)」 にお いて建設 す る場合,「 共

同建替」 の場合 は,利 率が最 も低利 とな り優遇 され る.

融 資の実績戸数 は,1999年 度481戸,2000年 度115戸,2001年 度122戸,2002年 度0戸,2003

年度101戸 で,制 度創設(1999年 度)か ら2003年 度 までの累計 は819戸 で あ る.

この うち,「 密集地 区(ア クシ ョンエ リア)」 内 の実績 は,1999年 度132戸,2000年 度20戸,

2001年 度46戸,2002年 度0戸,2003年 度83戸 で,制 度創設(1999年 度)か ら2003年 度 まで

の累計は281戸(全 体の34%)で ある.「 共同建替」の実績 はない(2003年 度末時点).

1-4-4形 態規制の緩和 による建替 えの促進

大阪市は,形 態規制の緩和 による建替 え促 進策 として,2000年 の建築基準法 の改正 を受 けて,

2001年 度 に 「建ぺい率許可制度」,2002年 度 に 「協調 建替型住宅設計制度」をそれ ぞれ創 設 して

い る.さ らに,2003年 の建築基準法改正 をふま え,2004年 度に,第 一種住居地域,第 二種住居

地域,準 住居地域の全域 と準工業地域 の一部(風 致 地区 を除 く)に おいて,建 ぺい率 を60%か

ら80%に 緩和 している.

(1)建 ぺい率許可制度

大阪市は,「 戦災を免れた地域を中心に現存す る老朽木造住宅の適切な更新を誘導 し,良 好な

住環境を備 えた防災性能の高い住宅ス トックを形成する」ことを目的に,住 居系用途地域の建ぺ

い率を現行の60%か ら80%ま で緩和することが可能となるよう国に対 して要望 していた.2000

年5月 に改正された建築基準法では,大 阪市の要望を受けるかたちで,壁 面線の指定など一定の

要件のもとで建ぺい率を緩和できる制度が創設され,大 阪市は,2001年 度に 「建ぺい率許可制

度」を創設 した.

本制度の概要は以下のとお りである.

・適用対象地域

都市計画で建ぺい率が6/10に 指定された地域の うち,第 一種中高層住居専用地域,工 業専

用地域以外(臨 港地区,風 致地区は除く)

*46た だし,1998年 度以前は,「優良賃第貸住宅建設資金融資制度」と同様の制度として,「特定賃貸住宅建

設資金融資制度」が存在 していた.



・壁 面線指 定の要件(図1-4-5)

なお,壁 面線 指定では,関 係 権利者全員の合意 が必 要であ る.

・建築物 の要件(図1-4-5)

・建ぺ い率 の割 増 しの限度(図1-4-6)

法 定建ぺ い率に1/10を 加 えた値 を限度 とす る.

ただ し,適 用対象地域の うち,防 災性 向上重 点地区の既 存建築物の建て替 え等で,図1-4-6

の(イ)～(ニ)の いずれか に該 当す る場合 は,2/10を 加 えた値 を限度 とす る.

「建ぺ い率許 可制度」の実績 は,2001年 度 に3件,2002年 度 に1件,2003年 度に2件 で ,制

度創 設 か ら2003年 度 までで6件 に とどまる.

(2)協 調建 替型 住宅設計制度

建築基 準法 に よる接道規定 な どによ り,個 別 の建替 えが不 可能 な長屋 な どにつ いて,一 定のル

ール に もとづ き協調的 に建替 えを進 め る場合 には ,個 別 の建替 えが可能 となる制度であ る.

本制度 の概 要は,図1-4-7の とお りである.

2002年 に創設 され たが,実 績 はない(2003年 度 末時点).

(3)建 ぺい率制限の緩和 と新 たな防火規 制の導入

「建 ぺい率許 可制度」,「協調建 替型住宅設計制度 」は,壁 面線 の指 定に関 して,複 数の地権

者 の同意を得 るこ とが困難 である ことな どの問題 によ り,制 度 の活用 が進 まない状況 にあった.

こ うした状況 をふ まえ,大 阪 市は,2003年 の建築基準法改正 で住居系用途地域の指定建ぺ い

率 に80%の メニ ューが追加 された こ とを受 け,「老朽住 宅な どの建て替 えを促 進 し,災 害 に強い,

安全 で住 み よい まちづ くりを進 め る」 ことを 目的 と して,2004年 度 に,第 一種住居地域,第 二

種住居 地域,準 住居地域 の全域 と準工業地域 の一部(風 致地 区を除 く)に おいて,建 ぺい率 を

60%か ら80%に 変更 した.こ れ によ り建 ぺい率が緩 和 された 区域 は約7,457haに 及び,こ れは

大 阪市域 総面積 の約1/3に 相 当す る規模 であ る(図1-4-8).

また,第 一種住居地域,第 二種住居地域,準 住居地域 の全域(風 致地区を除 く)に おいて,前

面道路 幅員 による容積率制 限の低減係 数 を0.4か ら0.6に 変更 した(図1-4-9).

同時に,条 例 にも とづ く 「新た な防火規制 」を導入 し,建 ぺい率や容積率が緩和 され る地域 に

お いて,準 防火地域 内での建 築物 の防火規制 を,以 下 の とお り現行 よ り強化 した.

ア 原則 として,全 ての建築物は耐火建築物又は準耐火建築物

イ 延べ面積が500㎡ を超えるもの又は4階 以上のものは耐火建築物

ただ し,建 蔽率60%以 下の建築物 とす る場合は,現 行の防火規制のとお りとする.

つま り,「新たな防火規制」では,現 行の準防火地域内の防火規制では,延 べ面積が500㎡ 以

下であれば認められている木造建築物を認めず,す べて準耐火建築物か耐火建築物にす ること,

また,延 べ面積が500㎡ 超1,500㎡ 以下であれば認められている準耐火建築物を認めず,延 べ面



資料:大 阪市住宅局 ・大阪市住宅供給公社作成パンフレット

図1-4-4大 阪市 「民間老朽住宅建替支援事業」の しくみ

出典:大 阪市住宅局建築指導部作成パンフレッ ト

図1-4-5大 阪市 「建ぺい率許可制度」における建ぺい率緩和(1/10以 内の加算)の 要件



図注:す べて,「防災性向上重点地区内」における既存建築物の建替え等が対象となる.

出典:大 阪市住宅局建築指導部作成パンフレット

図1-4-6大 阪市 「建ぺい率許可制度」における建ぺい率緩和(2/10以 内の加算)の 要件



出典:大 阪市住宅局建築指導部作成パンフレット

図1-4-7大 阪市 「協調建替型住宅設計制度」における適用要件



出典:大 阪市計画調整局資料

第一種住居地域 ・第二種住居地域及び準住居地域居地域の全域
並びに準工業地域の一部
(ただし、風致地区を除く)

図1-4-8建 ぺ い率 制 限 が緩 和 され た 区域(2004年 度)

出典:大 阪市計画調整局資料

第一種住居地域 ・第二種住居地域及び準住居地域 居地域の全域
(ただ し、風致地区を除 く)

図1-4-9前 面道路幅員による容積率制限が緩和された区域(2004年 度)



積が500m2超 であればすべて耐火建築物 とすることが,規 制強化の内容 となっている.

1-4-5住 宅の耐震改修に関する主な支援制度

住宅の耐震改修に関する支援制度 としては,「既存民間建築物耐震診断費補助制度」,「耐震改

修資金融資制度」,「既存民間建築物耐震改修費補助事業制度」,「木造戸建て住宅等耐震改修費補

助制度」がある.た だし,「木造戸建て住宅等耐震改修費補助制度」以外は,密 集市街地整備を

直接 目的としたものではない.

(1)既 存民間建築物耐震診断費補助制度

阪神 ・淡路大震災後,「 建築物の耐震改修の促進 に関す る法律」 にも とづ き,1995年 度 に創 設

され た制 度であ る.1981年(昭 和56年)5月 以前 に建築 または着工 され た住 宅や 特定建築物が

対 象 とな り,そ の耐震診断費用の半額 を補助す る.た だ し,本 制度は2003年 度 に終了 してい る.

補 助 の 実 績 は,1999年 度60件(内,木 造18件:非 木 造42件,以 下 同 様),2000年 度68件(23

件:45件),2001年 度54件(24件:30件),2002年 度71件(28件:43件),2003年 度89件(56

件:33件)で,制 度 創 設(1995年 度)か ら2003年 度 ま で の 累 計 は495件(木 造232件:非 木 造

263件)と な っ て い る.

(2)耐 震改修資金融資制度

住宅金融公庫 リフォームローンの耐震改修融資を受けて耐震改修 を行 う民間住宅を対象に,併

せて行 うリフォーム資金の一部を,公 庫融資に加 えてあっせんする.対 象住宅が 「建築物の耐震

改修の促進に関する法律」にもとつ く耐震改修計画の認定を受けていることが要件 となっている.

1997年 に創設 されたが,実 績 はない(2003年 度末時点).

(3)既 存民間建築物耐震改修費補助事業制度

1981年(昭 和56年)5月 以前 に着 工 され た建築物 が対象 とな り,住 宅で は,共 同住 宅のみが

対 象 とな り,木 造住宅 は対象外であ る.対 象住宅が 「建 築物の耐震改修 の促進 に関す る法律」に

もとつ く耐震 改修 計画の認定 を受 けているこ とが要件 となってい る*47.

1999年 度 に創設 され たが,共 同住宅の実績 はな く,事 務所 ビル2棟4件 の実績 に とどまる(2003

年度 末時点).

(4)木 造戸建て住宅等耐震改修費補助制度

2002年 度に,密 集市街地の木造住宅の耐震改修を対象 とす る国の補助制度が創設 されたこと

を受けて,2003年 度に,大 阪市において創設 された制度である*48.密 集市街地における地震時

の住宅の倒壊による道路閉塞を防ぎ,消 火 ・避難 ・救助活動の円滑化 を図るなど,地 域の防災性

の向上を図ることが目的とされている.

*47第2章2 -3-1節(1)を 参 照.

*48第2章2-3-1節(3)を 参 照 .



密集市街地の うち,「特に優先的な取 り組みが必要な密集住宅市街地」(図1-3-5,約1,300ha)

において,一 定要件を満たす木造戸建て住宅等の耐震改修費用の一部を,国 と大阪市が半分ずつ

補助する.

対象建物は,地 上階数2以 下の民間の戸建て,長 屋建て住宅など(店 舗,事 務所等の併存を

含む)で,以 下の要件のすべてに適合する建物である.

・原則 と して建築 確認 を得 て ,昭 和56年(1981年)5月31日 以前 に木造在来工法 で建築 された

もの

・耐震診断の結果,倒 壊の危険があると判断 されたもの(総 合評点0.7未 満)

・建築基準法第42条 に規定する道路に接 しているもの

・外壁か ら前面道路との境界線までの距離が,平 屋の場合2m以 内,2階 建ての場合4m以 内で

あるもの

・特定行政庁(大 阪市)か ら,地 震に対 して安全な構造 とするよう勧告を受けたもの

対象工事は,財 団法人 日本建築防災協会による 「木造住宅の耐震精密診断 と補強方法」に基づ

き耐震改修を行った場合に,診 断結果の総合評点が1.0以 上となる工事である.

補助 内容 は,耐 震 改修 工事 に要する費用の15.8%以 内で,補 助対象 とな る耐震改修 工事費は標

準 的な仕様 によ る工事費 とし,床 面積1m2当 た り32,600円 が上限 とな る.

2003年 度(2003年11月 に創設 され てか ら2003年 度末 まで)は,補 助 の実績 はない.2004年

度 は,3件 の補助実績 がある.

1-4-6大 阪市における密集市街地整備施策の現状

以上,大 阪市における密集市街地整備施策を,「道路整備および関連事業」,「面的整備事業」,

「住宅の建替えに関する主な支援制度」,「形態規制の緩和による建替えの促進」,「住宅の耐震改

修に関する主な支援制度」の5つ に大きく分類 して,そ の現状をまとめたが,各 種施策のなかで

最 も整備が進んでいるのが,「 道路整備および関連事業」の 「避難路お よび緊急交通路の整備」

であ り,整 備済み,整 備 中,既 成の路線をあわせた整備率は9割 程度に達 している.

「面的整備 事業 」につ いては,密 集 市街 地整備 を 目的 とした事業 に限定 した場合,そ の実施 区

域 は,土 地 区画整 理事業関連が合計で約60ha,住 宅市街地総合整備 事業関連 が合計 で約300ha,

あわせ て約360ha程 度 となってお り,「防災性 向上重点地 区」(約3,800ha)の 約1割,「 特 に優 先

的 に取 り組みが必 要な密 集住宅市街 地」(約1,300ha)の3割 程度 となってい る.ま た,「 面的整

備事 業」が実施 され てい る区域 において も,区 域の全域 で整備 が実施 され てい るわ けではない.

しか も,「 面的整備 事業」は財政負担 が大 きい こ とか ら,今 後,大 幅 に事 業実施 区域 が拡大す る

見 込みは ない.

「住 宅の建替 えに関す る主な支援 制度」については,一 定の成果 はみ られ るものの,対 象 とな

る老朽 住宅 の数 に比べ て実績の数 は少 な く*49,「 防 災性 向上重点地 区(ア クシ ョンエ リア)」 全

*49平 成10年(1998年)住 宅 ・土 地 統 計 調 査 に よ る と,大 阪 市 の 住 宅 総 数 は 約110万 戸 で あ り,そ の うち,



体の防災性の向上に寄与するほどの実績があがっているわけではない.

「形態規制の緩和による建替えの促進」については,協 調建替えを前提 とした制度では,合 意

形成の問題などから,実 績はほとんどあがっていない.2003年 度に実施 された 「建ぺい率制限

の緩和 と新たな防火規制の導入」については,個 別建替えを前提 としているため,今 後,一 定の

成果が予想されるが,逆 に,建 ぺい率緩和による相隣環境の悪化の進行などが懸念される.

「住宅の耐震改修に関する主な支援制度」についても,そ の実績は非常に少ない*50.た だし,

2003年 度に創設 された 「木造戸建て住宅等耐震改修費補助制度」については,制 度が創設 され

たばかりであり,そ の評価は時期尚早 ともいえる.

木造住宅が約39万 戸,木 造住宅の うち,建 築時期が1980年 以前のものが約30万 戸 となっている.築20

年以上の木造住宅がすべて老朽化 しているわけではないが,「 民間老朽住宅建替支援事業」が対象とする

「民間老朽住宅」は,木 造住宅だけに限定しても30万 戸,さ らに 「防災性向上重点地区(ア クションエリ

ア)」に限定しても,10万 戸 という規模で存在すると推定される.

*50平 成10年(1998年)住 宅 ・土地統計調査によると,大 阪市には,建 築時期が1980年 以前の木造住宅

が約30万 戸存在する.そ のすべてが耐震性能に問題があるとはいえないが,耐 震改修が必要な木造住宅は,

「民間老朽住宅建替支援事業」が対象とする木造の 「民間老朽住宅」とほぼ重なり,「防災性向上重点地区

(アクションエ リア)」 に限定 しても,10万 戸とい う規模で存在すると推定される。



1-5第1章-結

本節では,第1章 の結びとして,密 集市街地整備に関する国や自治体の方針,大 阪市における

密集市街地整備施策の現状をまとめる.

表1-5-1お よび表1-5-2は,1-1節 ～1-3節 で示 した,1995年 の阪神 ・淡路大震災以降10年 間

の密集 市街 地整備 に関す る国,大 阪府,大 阪市の法律,各 種 の政策 ・方針,答 申,ガ イ ドライ ン

を,制 定 ・策定 ・発表年順 に整 理 した ものであ る.

密集市街地整備 に関する国,大 阪府,大 阪市の基本的な方針をまとめると,「密集市街地」と

は,大 規模地震や火災延焼に対する基礎的な安全性が達成 されていない市街地であり,そ の環境

改善の主要な課題は,防 災性の向上,と くに,市 街地大火の防止を目標に,老 朽木造建築物を耐

火性の高い建築物へ建替えること,道 路や公園などの公共施設を整備することであるといえる.

ただ し,大 阪市における密集市街地整備施策の現状をみると(1-4節),広 域的な 「避難路お

よび緊急交通路の整備」は,計 画がほぼ達成 されつつあるが,密 集市街地整備に関する 「面的整

備事業」,「住宅の建替えに関する支援制度」,「形態規制の緩和による建替えの促進」は,財 政負

担の問題や合意形成の問題などから,十 分な成果があがっていない.

こうした状況をふまえ,大 阪市では,近 年,「 建ぺい率制限の緩和 と新たな防火規制の導入」

により,老 朽木造住宅などの個別建替えを容易に して,耐 火性の高い建築物への建替えを促進す

る施策が進められている.

一方 ,表1-5-1,1-5-2で 示 した よ うに,建 築物(特 に住宅)の 倒壊 防止 を重視す る観点か ら,

密集 市街地 にお いて耐震改修 を促進す る とい う方針 も,近 年,国 や 大阪市においてみ られ るよ う

にな って きてお り,大 阪市で は,密 集市街地 を対象 とした 「住宅 の耐震 改修 に関す る支援 制度 」

も創 設 され てい る.

ただ し,大 阪市における 「住宅の耐震改修に関する支援制度」の現状をみると,い まの ところ,

その実績は非常に少ない.

次章(第2章)で は,第1章 で整理 した密集市街地整備に関する国や自治体の方針をふまえ,

「ス トック活用」の概念 と密集市街地整備における 「ス トック活用」の位置づけを明確にする.

また,「 ス トック活用」 としての住宅の耐震改修促進策に着 目して,密 集市街地整備における耐

震改修促進策の意義を考察する.



表1-5-1年 表:密 集 市 街 地 整 備 の 方 針 に 関 す る国,大 阪 府,大 阪 市 の上 位 計 画,答 申,ガ イ ドラ イ ン

(そ の1)-1995年1月:阪 神 ・淡路 大 震 災 発 生 ～2001年12月:都 市 再 生 プ ロ ジ ェ ク ト決 定-

表 注:年 表 に は,第1章1-1節 ～1-3節 本 文 で 内 容 を記 載 した も の の み を 掲 載 して い る.



表1-5-2年 表:密 集 市 街 地 整 備 の 方 針 に 関 す る国,大 阪 府,大 阪市 の 上 位 計 画,答 申,ガ イ ドライ ン

(そ の2)-2001年12月:都 市 再 生 プ ロ ジ ェ ク ト決 定 ～2005年1月:阪 神 ・淡 路 大 震 災10年 後-

表 注:年 表 に は,第1章1-1節 ～1-3節 本 文 で 内容 を記 載 した もの の み を掲 載 して い る.



第2章 ス トック活用 としての耐震改修促進策の意義

第2章 では,近 年の,国,大 阪府,大 阪市の都市計画,住 宅政策,地 震防災対策に関する各種

の政策 ・方針,答 申,ガ イ ドラインなどをもとに,「 ス トック活用」の概念と密集市街地整備 と

の関係を整理 し,密 集市街地整備における 「ス トック活用」の位置づけを明確にする.ま た,「ス

トック活用」としての住宅の耐震改修促進策に着 目し,近 年の施策の展開をま とめるとともに,

耐震改修促進による地区レベルでの地震被害軽減の効果を,現 地調査および地理情報システム

(GIS)を 用いた被災シナ リオ分析をもとに検証 し,密 集市街地整備における住宅の耐震改修促

進策の意義を考察する.

第2章 の構成は,以 下の とお りで ある.

2-1ス トック活用と密集市街地整備の関係

2-1-1国 の 「住 宅宅地審議会 ・答 申」

2-1-2中 央防災会議 の 「地震 対策調 査会 ・報告」

2-1-3国 の社 会資本整備 審議 会 「住 宅宅地分科会 ・建議」

2-1-4国 の 「住 宅政策改革要綱」

2-1-5大 阪 府 の 「住 宅 ま ち づ く りマ ス タ ー プ ラ ン 」

2-1-6大 阪府の 「都 市計画区域マス タープ ラン」

2-1-7大 阪府の 「災害 に強い都市づ く りガイ ドライ ン」

2-1-8大 阪市の 「住宅審議会 ・答 申」

2-2密 集市街地整備におけるス トック活用の位置づけ

2-2-1「 ス ト ッ ク 活 用 」 の 意 味

2-2-2「 ス ト ッ ク 活 用 」 の 位 置 づ け

2-3住 宅の耐震改修促進施策の展開

2-3-1住 宅の耐震化に関する国の施策の変遷

2-3-2被 災者の住宅再建支援の在 り方に関する検討委員会 ・報告

2-3-3住 宅 の耐震改修推進調査 ・報告

2-4耐 震改修による地区レベルの地震被害軽減の効果

2-4-1地 震時 の被 災シナ リオ と市街地モデル の想 定

2-4-2地 震被害軽減効果 の評価方法

2-4-3事 例地 区の概況

2-4-4市 街地モデル の設定

2-4-5現 状お よび各市街地モデルにおける地震被害軽減効果

2-4-6耐 震改修による地震被害軽減の効果

2-5第2章-結



2-1ス トック活用 と密集市街地整備の関係

本節 では,第1章 で対象 とした国,大 阪府,大 阪市の都 市計画,住 宅政策,地 震防災対策 に関

す る各種の政策 ・方針,答 申,ガ イ ドラインな どの うち,「 ス トック活 用」の視点 を鮮明 に提示

してい るもの を とりあげ,「 ス トック活用」 の概念 と密集 市街地整備 の関係 を整理 す る.

2-1-1国 の 「住 宅宅地審議会 ・答 申」

国の 「住宅宅地審議会 ・答 申」(2000年)*1で は,「 今後 の住 宅宅地政策 の課題」 として,「 現

在 の住宅宅地ス トックを,長 期耐用性,環 境 との共 生,長 寿社会へ の対 応等 に配慮 された ものへ

と再生 し,「 居住 」に関す る多様 な選択肢 を用意す るこ と」,「既存 ス トックを活用 しっっ,自 立

した個人がその 自己実 現を支 え るニーズに最 もふ さわ しい 「居住」が選 択で きるよ うにす るため,

ス トックの流動性 を実 現す る こと」をあげてい る.

そ して,従 来 の住宅宅地政策 を,こ うした 「個人 の選択 の可能性 を高 める」 とい う課題 に対応

す るよ うに転換す る必 要があ り,そ の転換に 当た っては,① 市場重視,② ス トック重視の2つ 視

点が重要で ある と述べ ている*2.こ こで,「 市場重視 」とは,「 国民の多様な居住ニーズ を効率的

に満たす システ ムを構 築す るため,市 場 にお ける選択 を原則 と し,外 部性等 を配慮 して市場の環

境 整備,誘 導,補 完 を行 い,市 場 との関わ りにおい て政策 を構成 す るスタンス」 であ り,「 ス ト

ック重視」 とは,「 住宅宅地ス トックが量的に は充足 してきてい る現状,成 熟社会 がもた らす さ

ま ざまな制約 を背 景に,耐 久性 の高 い良質 な住宅 宅地ス トックを形成 し,そ れ を維 持管理,循 環

させてい く等,住 宅宅地 ス トックの質,流 動性 との関わ りにお いて政策 を構 成す るスタンス」で

あ る.

以上 よ り,「 住 宅宅地審議会 ・答 申」のい う 「ス トック重視 」 とは,た ん にス トックの 「質」

を向上 あるいは維 持管理す る とい う側面だ けで な く,良 質なス トックを,「 市場 」を通 じて循環

させ てい くとい う,ス トックの 「流動性」の確保 とい う側面 も重視 してい るこ とが わか る.

また,「 住宅宅地審議会 ・答 申」で 「ス トック重視 」 とい う場合 の 「ス トック」せの対象は,「 既

存 のス トック」だ けで な く,「新規 に供給 され るス トック」 も含 まれてい る.一 方,「 既存 のス ト

ック」 のみを対象 とす る場合には,「 ス トック活用」 とい う言葉 を使 用 して いる.

序論-iii)(6)で 示 した よ うに,本 論文 では,「 ス トック活用 」を,「 特定 の 言的 のために既 存

ス トックを活 用す るこ と」 とい う意味で用 いるこ とにす る.

なお,第1章1-1-3項 で示 した よ うに,国 の 「住宅宅地審議会 ・答 申」(2000年)で は,密 集

市街地整備 に関 して は,良 質 なス トックの新規供給 に重点がおかれ,「 ス トック活 用」に関す る

記述 は,「 住 宅の耐震改修の推進」 に とどまる.

2-1-2中 央防災会議の 「地震対策調査会 ・報告」

*1第1章1-1 -3項 を 参 照 .

*2「 市 場 重 視 」
,「 ス トック重 視 」 とい う視 点 は,1995年 の 国 の 「住 宅 宅 地 審 議 会 ・答 申」 にお い て も,

提 示 され て い る.



中央防災会議の 「地震対策調査会 ・報告」(2002年)*3で は,「 当面行 うべき主な施策」のひ

とっに 「効率的 ・効果的な防災対策の推進」をあげ,そ のなかで,「 経済成長の鈍化により投資

余力が減退 し,地 震防災施設 を防災のためだけに整備することが困難な場合 もあ り,既 存の資源

を生か しつつ,防 災施設相互の関連性等も考慮 し,他 の施策 との融合 ・連携を図りながら,効 率

的 ・効果的な整備を進めることが必要である」と述べ,防 災対策において,「既存の資源」を活

用する必要があることに触れている.

また,「 個人財産の資産保全に係 る対策は,原 則として,個 人が行 うべきものであるが,住 宅

の耐震補強等地域や街の保全のための地震対策であって,周 辺への被害の軽減効果等の公共性が

認められる場合には,行 政 としてもその支援を検討すべきである」 と述べ,「 住宅の耐震補強」

など,個 人資産の保全に関わる対策 も検討すべきとしている.

「地震対策調査会 ・報告」では,「今後の地震対策の方向」のなかで,「効率的 ・効果的な防災

対策の推進」の具体策 として,「 ① 限られた予算の中でのメリハ リのある対策の推進」,「② 住

宅や防災上重要な公共建築物等の耐震化の推進」,「③ 防災への経済原理の導入」,「④ 被災者の

ニーズに合った多様な生活支援」,「⑤ 社会的ニーズに合致 した研究開発の推進」をあげている.

その うち,「 ② 住 宅や 防災上重要な公共建築物等 の耐震化 の推進」 では,「 耐震診 断 ・耐震改

修 等 を強力に推進 す る」 と述べ,「 既存ス トック」 としての既存 の 「住宅 」や 「公 共建築物」 な

ど 「都 市施設 」の 「耐 震化 」の推 進は,即 効性の高い施策で ある と認識 して いる ことがわか る.

ただ し,密 集 市街 地整備 について は,「 当面行 うべ き主 な施策」 の 「防災協働社 会の実現」 の

ひ とっで ある 「震災に強い都 市の整備 」で,「 密集市街地 の解消」 を図るために,プ ロジェク ト

型 の基盤 整備 を推進す ることを述 べ,「 ス トック活用」 については触れ ていない.

2-1-3国 の社会 資本整備審議会 「住 宅宅地 分科会 ・建議」

国の社会資本整備審議会 「住 宅宅地分科会 ・建議」(2003年)*4で は,「 新 たな住 宅政策の基

本理念」 と して,「(1)公 的直接供給重視 ・フロー重視 か ら市場重視 ・ス トック重視へ」,「(2)

市場重視の政策 に不可欠 な消費者政策の確立 と住宅セー フテ ィネ ッ トの再構 築」,「(3)少 子高齢

化,環 境問題等 に応 える居住環境の形成」,「(4)街 なか居住,マ ルチハ ビテー シ ョンな ど都市 ・

地域政策 と一体 とな った政策へ」の4点 をあげてい る.

そ の うち,「(1)公 的直接供給重視 ・フ ロー重視 か ら市場重視 ・ス トック重視 へ」の記述 内容

をみる と,「 新規 に供給 され るス トック」 ではな く,中 古住宅 の流 通や リフォームの促進 な ど,

「既存 ス トック」 の活用 を重視す る内容 となってい る.つ ま り,国 の 「住 宅宅地審議会 ・答 申」

(2000年)で の用語 の使い分 けに した がえば,「 ス トック活用 」を重視 してい る と解釈で きる.

そ して,こ こで は 「既存 ス トック」 を,既 存 の 「住宅」 の意味で用い てい る.

また,「(3)少 子高齢化,環 塊問題等 に応 える居住環境 の形成 」においては,以 下の よ うに述

べ ている .

*3第1章1-1-7項 を 参 照 .

*4第1章1-1-8項 を 参 照 .



(前略),社 会的な課題の解決や個人・世代を超えた社会的・循環的な利用を図る観点から,

ス トックの更新や リフォーム(ス トックの再生)に より,バ リアフリー化,省 エネルギー

化,欧 米に比べて短い耐用年数の長期化など,良 質な住宅の形成 と宅地の質の向上を図る

ことが重要である.

また,こ れまで住宅の供給等を重視 し,良 好な住環境の形成が後手に回っていたことも

あり,ミ ニ開発等による悪循環も生 じていることか ら,地 域の共通資産 としての美 しい街

並みや地域の安全性の確保等のため,ス トックの更新や リフォーム(再 生)に よる住環境

の改善に本格的に取 り組む必要がある.(以 下略)

ここで,「 ス トックの更新や リ1フォー ム(ス トックの再 生)」 とい う表現が用い られ,「 更新」

と 「リフォー ム」が併 用 されてい るこ とが わかる.「 更新 」の意 味が明示的でないが,「 リフォー

ム」 を 「ス トックの再生」 と括弧づ け している ことか ら,「 更新」は,主 に 「建替 え」 を意味す

るもの と解釈 で きる.い ずれ にせ よ,「 住宅 」は もとよ り,「住環境 」について も,建 替 えだけで

な く,リ フォーム(ス トックの再生)に よる改善 に取 り組 む必要が あることを述べてお り,「既

存 ス トック」の意味が,既 存の 「ア メニテ ィ資源」 にまで拡 張 されてい ると解釈 で きる.

ただ し,「新たな住宅政策を実施す るための具体的指針」をみると,「4少 子高齢化,環 境問題

等に応える居住環境の形成」の 「(2)住 環境政策」において,「 特に,20世 紀の負の遺産とも言

われる密集市街地については,安 心安全で快適な住環境の確保 とともに,そ の立地から都市の再

生の原動力 ともなることか ら,密 集市街地の特性 に対応 した柔軟かつ強力な事業手法の追加,防

火上有効な規制制度創設など,整 備手法の充実を図ること」と述べてお り,密 集市街地整備にお

いて,「 ス トック活用」を重視するとは述べていない.

2-1-4国 の 「住 宅政策改革 要綱」

国の 「住 宅政策改革要綱」(2005年)*5に お ける 「ス トック活用」の視点 を,以 下 に整理す る.

(1)住 宅政策の基本理念 と目標

国 の 「住宅政策改革要綱」(2005年)で は,ま ず,「 住宅政策の基本理念 と目標」 を以 下の よ

うに述 べてい る.

住宅 とは,個 人 に とっての健 康や生活の基盤 であ るとともに,家 族 を育むか けが えの な

い生活空間 である.一 方で,地 域の コ ミュニテ ィ活動 を支 え,地 域の環境 ・安全 ・文化等

の重要 な要素 でもある.

したが って,

① 国民がそれぞれの価値観に基づき,自 らの努力に応 じ,良 質な住宅を取得あるいは

利用できるような環境 を整えること

② 地域の資産 としての安全性の確保や美 しい街並みなど良好な居住環境を形成する

*5第1章1-1-9項 を 参 照 .



こと

を通 じ,国 民の豊かな住生活を実現す ることが,住 宅政策を進めるに当たっての基本理念

として位置づけ得る.

こ うした理念 の下,よ り具体的 には,

1国 民が多様な選択肢の中か ら,安 心 して,無 理のない負担で,ニ ーズに合った住宅

の選択を行 うことができる住宅市場の条件整備

2耐 久性等に優れた良質な住宅が供給 され,適 切に管理 され,円 滑に流通す る循環型

住宅市場の環境整備

3自 力では住宅を確保することが困難な者への的確な支援

4社 会的課題に対応 した住宅ス トックの質及び居住環境の向上

を目標として住宅政策を推進す る.

そ して,「 住宅政策改革要綱 」では,「 目標 実現のために重視すべ き視 点」 と して,「 市場機能

の活用」,「ス トックの有効活用」,「消費者利 益の保護 」,「住宅セ ーフテ ィネ ッ ト機能 の向上」,

「住宅 ス トックの質の向上」,「良好 な居住環境の形成」,「住 宅関連産業 の健全 な発 展」の7つ の

視点 をあげ,「 ス トックの有効活用」 とい う表現が,「 重視すべ き視 点」の1つ に明記 され ている

こ とがわか る.

「ス トックの有効活用」の内容 をみ ると,「 住宅 を世代や家族 を超 えて社 会全体 の資産 として

活 用 してい けるよ う,既 存住宅 ス トックを有効 に活用す る とともに,良 質な住宅が適切 に維持 管

理 され,適 正 に評価 され,円 滑に流通す る循環型 の市場 の環境整備 を進 める」とされ,こ こでい

う 「ス トック」 とは,既 存の 「住 宅」の意 味であ ることがわか る.

一方
,「良好な居住環塊の形成」も 「重視すべき視点」にあげられてお り,そ こでは,「住宅の

立地,周 辺環境は豊かな住生活の実現に大きく左右する重要な要素であることから,密 集市街地

の整備改善,街 なか居住の推進など住宅市街地の整備による居住環境の向上を図る」とされ,「密

集市街地の整備改善」にも触れている.

(2)主 要課題への取組

国の 「住宅政策改革要綱」(2005年)で は,「 主要課題へ の取組 」として,「(1)中 古住宅 流通 ・

住宅 リフォームの推進 」,「(2)民 間住宅市場 の環境整備 」,「(3)消 費者 政策 の確 立」,「(4)少 子

高齢化,環 境問題 等に応 える住宅 の質の確保」,「(5)住 宅市街 地の整備 による居住環境 の向上」

の5つ の主要課題 をあげ,そ れ ぞれ につ いて,「 これ までの取組 」,「課題 と方 向性 」,「今 後の対

応」 を具体的に記述 している.

5つ の主要課題の うち,「(1)中 古住宅流通 ・住 宅 リフォームの推進」 が最初 に記述 されてい

ることか らも明 らかな よ うに,全 体 として,「 ス トック活用 」に関す る提言 が強調 され る内容 と

な ってい る.と くに,既 存住宅 の 「耐震改修 の促進」 に関す る施 策は,「(1)中 古住 宅流通 ・住

宅 リフォー ムの推進」お よび 「(4)少 子高齢化,環 境 問題等 に応 える住宅 の質 の確保」の2つ の

主要課題 において,「 耐震化 に係 る総合的 な助成制度 の創設 」,「住 宅 ロー ン減税等 の築年 数要件

の撤廃」,「耐震改修促進 税制 の創設 」の3点 が記述 され,重 視 されてい るこ とがわかる.



また,こ こでは,「 既存 ス トック」は,既 存の 「住宅」の意味 で用 い られてお り,「住宅」には,

既 存の木造住 宅な どを含む戸建て住宅 も対象 とされ てい る.

しか し,第1章1-1-9項 で も触れ た よ うに,「(5)住 宅市街地の整備 による居住環境 の向上」

では,「 課題 と方 向性 」のなかで,「20世 紀 の負 の遺産 といわれ る密集 市街地 の解消」を課題の1

っ にあげてお り,「 密集市街地」 は 「住 宅ス トックと居 住環境の更新」 に よ り 「解 消」す るとし

てい る.し たが って,密 集 市街地整備 において,既 存 「住宅」の 「ス トック活用」を積極 的に進

め る視点 は認 め られ ない.

2-1-5大 阪府 の 「住宅ま ちづ くりマ スター プラン」

大阪府 の 「住宅 まちづ くりマ スタープ ラン」(2002年)*6で は,「 施策 の展 開方 向」の筆頭 に

「イ ンナーエ リアの再生」 をあげ,以 下の よ うに述べてい る.

人 口減少や投資余力の低下が予想 され,ま た,地 球環塊問題への対応が重大な課題 とな

つている状況の中で,大 阪が更なる発展を遂げるためには,総 合計画の 「蓄積活用の視点」

を踏まえ,蓄 積 された経済 ・社会 ・文化等の都市機能や都市基盤等のス トックを有効に活

用しながら,既 成市街地を魅力ある市街地へと再生 し,豊 かな生活を実現す ることが重要

です.特 に,イ ンナーエ リアは,阪 神 ・淡路大震災で被害の大きかった木造密集市街地が

拡がっているなど防災 ・住環境上の多くの課題を抱えている一方,交 通至便でかっ人口 ・

産業が集積 しているなど優れた立地性を有 しています.

この ため,イ ンナーエ リアにお いて,既 存の コ ミュニテ ィを大切 に しつつ,都 市基盤 の

整備 と住 宅 ・住環境 の整備 改善,建 築物の不燃化 ・耐震化 を推進 し,災 害に対す る安全性

の高 い住 宅 ・まちづ く りを進 めます.ま た,大 阪の活力 を創 出す るた め,職 ・住 ・遊が近

接 した魅 力 ある都市拠 点の形 成 を図 り,地 域のイ メー ジア ップを図 ることに よ り,民 間の

投資 を呼び込み,職 住近接型 の魅力 あ る都 市居住 の場への再生に取 り組みます.

以上 の記 述 を文面 どお りに解釈す る と,木 造密集 市街 地が拡が ってい るイ ンナーエ リアの再生

で は,「 経 済 ・社会 ・文化 な どの都 市機 能や都 市基盤 」,「交通至便でかつ 人 口 ・産 業が集積 して

い るな ど優 れた立地性 」,「既 存の コ ミュニテ ィ」な どの 「蓄積」,つ ま り 「既存 ス トック」 を有

効 に活用 す るこ とが重 要であ ると述 べてい ることにな る*7.つ ま り,こ こで用 い られ ている 「既

存 ス トック」 は,既 存 の 「社会基盤 」お よび 「都市施設」で ある.

しか し,「 既存 ス トック」の意味す る内容が非常 に幅広いた めに,イ ンナ ーエ リアの よ うな既

成 市街 地 を対象 とした施策であれば,ど の よ うな施策で あれ,大 な り小な り 「ス トック活用」で

あ るとも解釈で き,こ の よ うな意味で 「既 存 ス トック」 を活用す るこ とは,自 明 ともいえる.

む しろ,「 ス トック活 用」の具体的 な施策が対象 とす る 「既存 ス トック」の意 味が重要 とな る

が,「 イ ンナーエ リアの再生」で,具 体 的な施策 としてあげ られてい るのは,「 災害に強い住 まい

*6第1章1-2-6項 を 参 照 .

*7こ の 「ス トッ ク活 用 」 の概 念 は ,「 大 阪21世 紀 の総 合 計画 」(第1章1-2-5項)の 「蓄積 活 用 の視 点」 を

反 映 した もの で あ る.



とまちづ く りの推進」 と 「災害 に強い住まい とまちづ く り促進 区域の整備促進 」であ り,そ の記

述内容 は,「 災害に強い都 市づ く りガイ ドライ ン」(1998年)と ほぼ同 じで あ り,既 存 の 「社会

基盤 」や 「都 市基盤 ・施設」 を活用 した独 自の施 策が提示 され てい るわ けではない.

また,第1章1-2-6項 で触れ た よ うに,「(1)災 害 に強 い住 まい とま ちづ く りの推進 」の施策

のひ とつ と して,「 耐震診 断 ・改修に対す る普及 ・啓発 を行 い,既 存建築物 の耐震性 の向上を促

進」す るこ とが述べ られてい るが,こ れ は,イ ンナーエ リア全般 を対象 と してい る もの と解釈 で

き,「 木造密集市街 地」の整備 に直接 関連 した施策 と して は位置づ け られてい ない.

なお,「 大阪府住宅ま ちづ く りマス タープ ラン」で は,「 施策 の展開方 向」 と して,「 住宅 ス ト

ックの有効活用」もあげてお り,そ の内容 をみ る と,「住宅 ス トック」は,「 公共賃貸住 宅ス トッ

クの有効活用」 と分譲 マ ンシ ョンな どの 「民間住 宅ス トックの有効活用 」に限 定 されてい る.つ

ま り,こ こでは 「既存 ス トック」 は,「 耐火造の共 同住宅 な ど」の意味 で用 い られ てい る.さ ら

に,そ の具体策 には,「 リフオーム」や 「維持管理」 に加 えて,「 建替 え」 も含 まれ ている.

2-1-6大 阪府め 「都市計画区域 マスター プラン」

大阪府 の 「都市計画区域マス タープ ラン」(2004年)*8で は,大 阪府 の都市像 の実現 に向けた

2つ の 「基本姿勢」の1つ として,「 人 口,産 業 の集積及 び社 会基盤の ス トック(蓄 積)が それ

ぞれ異 なる都 心,イ ンナー,ア ウターの3つ のエ リアでス トックをいか し,地 域 の個性,産 業な

どのポテ ンシャル(潜 在 力)を 引 き出す」をあげ,こ こに,既 存の 「社会基盤 」を 「ス トック活

用」す る視点が鮮 明に打 ち出 されてい る.

また,「 イ ンナーエ リア」(木 造密集 市街地 を含む)の 将来像で は,「 イ ンナーエ リア」は 「都

市的利便性の高い都心 エ リア と,豊 かな 自然 を有す るア ウター エ リア との中間 に位 置 し,双 方の

利 点 を享受で きるエ リア」 である ことが記述 され ているほか,「 活用す べき主なス トック」 とし

て,「 大阪 中央環状線,放 射状道 路,鉄 道 」,「人 口集積 」,「国際競争力 の高い特色 ある産業の集

積」をあげてお り,こ こでは,既 存 の 「社会基盤」や 「都 市施設」を 「ス トック活用」 して,「 イ

ンナーエ リア(木 造密集 市街 地)」 を再生す る方 向が述 べ られてい る.

ただ し,「木造密集市街地」に関する具体的な施策 としては,「避難路,避 難地,延 焼遮断帯な

どの防災空間の確保や建物の不燃化,耐 震化を進め*9,地 域の防災力の向上を図る」,「都市計画

道路などの公共施設の整備にあわせて,(中 略)防 災空間の確保,建 築物の建替に合わせた不燃

化の促進,ま た個性的で魅力ある沿道 ・街区景観の形成などの総合的なまちづ くりを行 う」と述

べ るにとどまり,既 存 「住宅」の 「ス トック活用」の視点は弱い.

2-1-7大 阪府の 「災害に強い都市づくりガイ ドライン」

2005年 に改定 された大阪府 の 「災害に強い都市づ く りガイ ドライ ン」*10に おけ る 「ス トック

活用」の視 点を整理す る.

*8第1章1-2 -8項 を参 照.

*9こ こで 「耐 震 化 」 に触 れ て い るが
,対 象 とな る建 物 や 耐 震 化 の 方 法 は,明 示 され て い な い.

*10第1章1-2-10項 を参 照 .



(1)既 存ス トックの活用による広域避難困難区域の解消

大阪府 の 「災害 に強い都 市づ く りガイ ドライ ン」(2005年 改定)で は,そ の 「改定のね らい」

と して,「 ① 災害に強い都 市づ く りの一層の推進」,「② 既存 ス トックの活用 に よる広域避難 困

難 区域 の解 消」,「③ ハー ド事業を補 完す るソフ ト事業の推進」 をあげてい る.

その うち,「② 既存ス トックの活用による広域避難困難区域の解消」では,「密集市街地など

既成市街地において,広 域避難地が不足 し,新 設することが困難な場合は,既 存ス トックの活用

により広域避難地を確保するなど避難困難 区域の解消に努める」としてお り,対象地域 として「密

集市街地」が念頭に置かれていることがわかる.ま た,こ こで対象 とされている 「既存ス トック」

は,既 存の 「都市施設」である.

なお,こ の方針 は,2002年3月 に,「 大阪府防 災都市 づ く り広域計画(骨 子)」 を策定 し,そ

の なかで,「 面積 が10haに 満た ない公園,農 地 などのオー プンスペー スや学校,公 共住宅 な ど既

存 ス トックを組 み合わせ て一体的 に避難地 として活用す る候補 地32ヶ 所 を提案 」 していた こと

を反映 した もので ある.

関連 して,国 も,2004年 度 に,「 地震防災対策特別措置法」*11の 規定 に もとづ く 「避難地 ・避

難路等 に係 る大 臣基準」 を改正 し,従 来 の 「広域避難地 」の要件で ある 「面積10ha以 上」お よ

び 「避難 路」の要件で ある 「道路幅員15m以 上(緑 道 は10m以 上)を,土 地利用 の状況 な ど一

定 の条件 の も とで緩和 してお り,「既存 ス トックの活用」に よる 「広域避難地」お よび 「避難路」

の整備 を実施 しやす い環境 が整 って いる*12.

(2)既 存建築物 ・宅地の耐震性の向上

大阪府 の 「災害 に強い都 市づ く りガイ ドライ ン」(2005年 改定)で は,「 ス トック活用」 とい

う表現 は用い ていないが,ガ イ ドライ ンの見出 し項 目の最後 に,「 既存建 築物 ・宅地の耐震性 を

向上す る」 をあげ,「 既存 建築物 等の耐震性 向上は,減 災の都市づ く りにおいて重要な課題 であ

る」 と述べ てい る.

そ して,そ の具体的な内容として,「 既存公共建築物の耐震性確保を計画的に進める」,「民間

建築物の耐震性向上を促進する」,「府民等の耐震診断 ・改修を促進するため,既 存建築物の危険

性,耐 震性向上の必要性をわか りやす く説明する」,「既存宅地等の安全性の向上」,「被災建築物

等の応急危険度判定体制の充実」をあげている.

つ ま り,こ こで は用い られてい る 「既存 ス トック」は,既 存 の 「都市施設」,「民間建築物 」で

ある.な お,「 民間建築物」 には,「 住宅」 も含 まれ,「 住宅」 のなかには,「 耐火造の共同住宅」

や 「木造住宅」 な ども含 まれ るが,「 災害に強い都 市づ く りガイ ドライ ン」(2005年)で は,「 住

宅」 とい う表現は直接用い られてい ない.

*11阪 神 ・淡路大震災をふまえ,1995年 に制定された特別措置法.
*12密 集市街地に限定 した施策ではないが,津 波の際の避難施設を確保するために,既 存の 「鉄筋コンク

リー ト造の建築物」を 「津波避難ビル」として指定する施策の検討が,国 で進められており,大 阪府の 「災

害に強い都市づくりガイ ドライン」(2005年)で も施策の1つ にあげている.こ うした 「津波避難ビル」

の指定は,既 存の 「民間建築物」の 「ス トック活用」の一例である.



密集市街地整備 との関連からみると,「既存建築物等の耐震性向上」は,密 集市街地整備 とは

直接関連 しない施策として提示されている.

(3)密 集市街地整備におけるス トック活用

「災害に強い都市づ くりガイ ドライン」(2005年)に おける 「14.密集市街地では,街 路や広

場等の基盤整備 と建築物の改善を重層的に実施する」では,そ の具体的な施策の方針 として,「①

骨格 となる都市基盤施設の整備を推進する」,「② 災害に強いすまいとまちづ くりを推進する」,

「③ 閉塞 しにくい 『中規模街路』(原 則,幅 員8m以 上)の 整備 を計画的に推進す る」,「④ 緊

急避難に役掌つ小広場を確保する」,「⑤ 当面の火炎防止対策を講 じる」の,大 きく5つ の項目

をあげ,そ れぞれの施策を記述 している.

以上の施策の うち,「既存ス トック」として,既 存の 「都市施設」,「民間建築物」を活用する

施策であると解釈できるものは,「③ 中規模街路の防災機能向上のため」の対策であげられてい

る 「学校や公園等の周辺で,『コミュニティ道路化』により植樹や避難空間を確保」,「⑤ 当面の

火炎防止対策」であげられている 「隣接建物への火炎の噴き出 しを極力防ぎ,延 焼防止を図る必

要から,各 建物の開 口部の対策,電 気の復旧に伴 う電気機具からの出火防止のための 「感震ブ レ

ーカー」の設置」である.そ の他,こ こでは明示されていないが,1)で あげた 「既存ス トック

の活用による広域避難困難区域の解消」 もあげられる。

また,「 ス トック活用 」だけに限定 され ないが,場 合に よって は 「ス トック活用 」 も含 まれ る

施策 は,「③ 中規模街路の防災機能向上のた め」の対策 であげ られてい る 「避難 路 としての安全

性 向上のた め,沿 道建築物 の耐震化 ・不燃化 を促進」お よび 「建物や ブロ ック塀 の倒壊及 び延焼

防止 のた め,『 高木植樹』,『生垣化』 を推進 」であ る.

(4)災 害に強いすまいとまちづくりを推進

「災害に強い都市づくりガイ ドライン」(2005年)の 「密集市街地では,街 路や広場等の基盤

整備 と建築物の改善を重層的に実施する」の具体的な施策の方針のなかの 「② 災害に強いすま

い とまちづくりを推進する」では,以 下のように記述されている.

i)大 地震時に建物倒壊や大火災の可能性が高 く,早 急に対策を講ず る必要のある密集市街

地を 「災害に強いすまいとまちづ くり促進区域」に指定 し,「木造密集市街地における防災

性向上ガイ ドライン」等を踏まえ,市 町村が整備計画を策定 し,老 朽住宅等の建替えによ

る建築物の不燃化 ・耐震化 を促進するとともに,住 宅 ・住環境の整備や道路整備,公 園,

緑地などのオープンスペースを確保するなど,総 合的な整備を進める.

ii)「大阪府インナーエ リア再生指針」に位置づけたアクションエリアにおいて建物の不燃化,

土地の有効高度利用など沿道市街地の整備 と一体的に都市計画道路の整備を促進 し,避 難

路 ・延焼遮断帯として機能する緑豊かな空間となる 「防災環境軸」の形成を目指すなど安

全な市街地へ と整備 ・改善を図る.

iii)「密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律」の活用,防 火 ・準防火地域,

防災街区整備地区計画などによる規制誘導手法の活用 とともに,住 宅市街地総合整備事業



(密集住宅市街地整備型),土 地区画整理事業,市 街地再開発事業な どの重点的 ・重層的実

施による再整備を進める.

iv)密 集市街地を効果的に整備 ・改善 し,良 好な環境 として維持 してい くため,行 政 と地域

住民が,地 域の整備 目標を共有 し,そ れぞれの役割に応 じて,NPO等 まちづ くりコーデ

ィネーターの協力を得ながら,ま ちづ くりに向けた合意形成,組 織化を進めるなど整備の

具体化を図る.

v)地 域住民の自主防災の取 り組みを通 じて,コ ミュニティにおける発災直後の避難行動や

初期消火等の防災体制,被 災後の住民生活を支援する仕組みづくりを行 う.

既存 の 「地域住 民」や 「コ ミュニテ ィ」を,広 い意味で 「社会基盤」 として の 「既存 ス トック」

と とらえ るな らば,iv)とv)は,そ れ に該 当す る記述 と解釈 でき る.

一方,建 築物の改善は,「老朽住宅等の建替えによる建築物の不燃化 ・耐震化を促進する」,「建

物の不燃化,土 地の有効高度利用など沿道市街地の整備 と一体的に都市計画道路の整備を促進 し,

避難路 ・延焼遮断帯として機能する緑豊かな空間 となる 「防災環境軸」の形成を目指す」が原則

であり,「老朽住宅等」の 「耐震改修」については明示 されていない.

2-1-8大 阪市 の 「住宅審議会 ・答申」

大 阪市の 「住宅審議会 ・答 申」(2004年)*13に お ける 「ス トック活用」の視点 を整理す る.

(1)施 策展開にあたっての重要な視点

大 阪市の 「住宅審議会 ・答 申」(2004年)で は,「 施策展 開にあたっての重要な視 点」として,

1)総 合性 のあ る居住政策を展開す る,2)地 域 特性 を重視す る,3)既 存ス トックを活用す る,4)

公 共 と民間 が適切 に役割分担 し,協 働す る,の4つ の視 点 をあげてい る.

この うち,3)の 「既存ス トックを活用する」では,「持続可能な社会の形成や地球環境の保存

の観点か ら,循 環型 ・再生型の社会システムへの転換がより一層重要となってぎている」,「良質

な住宅ス トックの形成や良好な住環境の整備を進めていくにあたって,既 存ス トックの更新 ・再

生の手法を可能な限 り導入するなど,ス トックの活用を軸 とした施策の展開が必要 となってきて

いる」,「ス トック全体が効果的に機能するよう住宅市場の活性化を誘導することが必要である」

と述べている.

ここで, 、「既 存ス トックの更新 ・再生の手法 を可能 な限 り導入す る」 の意 味が明確 でないが,

ス トックの 「活 用」は,ス トックの 「保存」や 「保全」だ けでな く,「 建替 え」を含 む幅広 い概

念 で ある と解釈 で きる.

また,4)の 「公共と民間が適切に役割分担し,協 働する」のなかで,「今 日の経済状況や行財

政改革などの社会情勢の変化を踏まえ,住 宅政策の推進にあたっては,民 間にできることは民間

に任せ るとい うことを基本に,公 共と民間の役割分担を再構築することが重要である」,「民間住

宅にっいては,規 制誘導や助成策等により,良 好なス トックへ と誘導をはかることが公共の大き

*13第1章1 -3-5項 を 参 照 .



な役割である」,「老朽住宅密集市街地の整備など,民 間だけによる事業では困難なものについて

は,公 共による積極的な施策展開が必要である」,「地域の特性を活か した居住地整備を進めるに

あたっては,地 域住民やNPO等 との協働 による取 り組みが重要である」などと記述 している.

(2)住 宅ス トックの再生 と有効活用

大阪市の 「住 宅審議 会 ・答申」(2004年)で は,「 今後 取 り組 むべ き方 向 と主要 な住 宅施策 」

と して,「(1)市 民に愛 され る個性豊か な居住地 の創造 と再生」,「(2)大 都市居住 ニーズに応 え

る住まいづ く り」,「(3)安 心 して暮 らせ る住 まい ・まちづ くり」,「(4)住 宅 ス トックの再 生 と有

効活用」,「(5)市 民 と ともに進 める都 市居住」の5つ の施策 をあげてい る.

その なかの 「(4)住 宅 ス トックの再生 と有効活用」 では,以 下の よ うに述べてい る.

良好な住宅ス トックの形成 と地球環境にも配慮 した持続可能な循環型社会の実現に向け,

既存住宅ス トックの再生 ・活用に向けた積極的な取り組みが求め られている.

このため,空 き家の活用 も視野に入れ,リ フォームの普及や市場の活性化による円滑な

流通の促進をはかるなど,既 存住宅ス トックを適切に誘導 してい くことが重要である.と

りわけ,分 譲マ ンションについては,適 正な維持管理の促進や円滑な建替えに対す る支援

策の充実をはかることが必要である.ま た,市 営住宅ス トックについても,地 域のまちづ

くりにも貢献す る良好な社会的資産 として有効に活用するとともに,よ り一層的確 ・公平

な管理に向けた取 り組みを進める必要がある.

以上 よ り,こ こで意味す る 「既存 ス トック」は 「住宅 」であ り,ス トックの 「再生」には,「 建

替え」 も含 まれ る ことがわかる.

また,そ の具 体的な施策 は,「 ①分譲 マ ンシ ョンの適正 な維持管理 と円滑な建 替 えに向 けた支

援 」,「②民間住宅ス トックの有効活用」,「③ 市営住宅ス トックの有効活用 と地域 のまちづ く りへ

の貢献」の大き く3つ の項 目ごとに,そ れ ぞれ記述 され てい る.

具体的な記述内容をみると,「①分譲マ ンシ ョンの適正な維持管理 と円滑な建替えに向けた支

援」と 「③市営住宅ス トックの有効活用 と地域のまちづ くりへの貢献」は,既 存の 「耐火造の共

同住宅」の 「建替え」を前提 とした施策が多い.

ただ し,「② 民間住 宅ス トックの有効活 用」では,「 既存住宅 ス トックを活用 した住宅供給」,

「優良な リフォームの誘 導」(既 存住宅ス トックを活用 した賃貸住 宅の供給,既 存住宅 ス トック

の継続的な実態把握),「 既存住 宅の流通支援」(既 存住宅市場 の活性化 支援,既 存住宅 の流通支

援)が あげ られてお り,「既存 ス トック」 として,「 耐火造の共 同住宅」だけでな く,戸 建てや長

屋建て住宅な どの 「木造住宅」 も含 まれ ると解釈 で きる.

(3)老 朽住宅密集市街地整備におけるス トック活用

大阪市の 「住宅審議会 ・答申」(2004年)で は,密 集市街地整備に関する施策として,「 今後

取り組むべき方向 と主要な住宅施策」「(3)安 心 して暮 らせ る住まい ・まちづくり」の 「①老朽

住宅密集市街地整備の推進」において,「 老朽住宅密集市街地整備のモデル事業の推進」および



「重点的 ・戦略的な老朽住宅密集市街地整備の推進」をあげている.

密集市街地整備におけるス トック活用 とい う視点か らみると,以 上の施策の うち,「福島区北

西部地区での事業推進」 と 「既存住宅の耐震化の促進」が特に注目され る.

「福 島区北西部地 区」は,国 の都市再生プ ロジェ ク ト(第3次 決 定)に 明記 され,都 市再生プ

ロジェク トとして位置づ け られ た地 区であ るが,そ の 「整備 に際 しては,古 くか らの長屋や石畳

等 のアメニテ ィ資源や地域住 民等の コミュニテ ィを積極的 に活 用 し,特 色 ある魅力 あふれ る居住

地 として再生す る」 と明記 してい る。つ ま り,こ こでは,「 既 存ス トック」 として,「 長屋」な ど

の 「木造住宅」,「長屋 や石畳」な どの 「アメニテ ィ資源」,「地域 住民等の コ ミュニテ ィ」 といっ

た 「社会 基盤 」を活用す る ことが述べ られてい る.密 集市街地整備 において,既 存 の 「長屋や石

畳」を活用す る とい う視 点は,国 や 大阪府,あ るいはそれ までの大阪市の上位計画 にみ られ ない

新 しい視 点で ある.

また,「既存住宅の耐震化の促進」では,「耐震改修費補助制度等を活用」することが述べ られ

てお り,密 集市街地整備において,既 存の 「木造住宅」などの耐震改修を促進することが明記 さ

れている.

(4)そ の他 の ス トック活用 に関連 す る施 策

大阪市の 「住宅審議会 ・答 申」(2004年)で,上 述 した施 策以外で,「 ス トック活用」 に関連

す る施策 として は,以 下の ものがあげ られ る.

「今後取 り組むべき方向と主要な住宅施策」の 「(1)市民に愛 される個性豊かな居住地の創造

と再生」では,「①魅力ある居住地の創造」で 「地域特性を活か した魅力ある居住地の形成」(平

野郷地区及び住吉大社周辺地区におけるHOPEゾ ーン事業の展開,空 堀地区等における新たな

HOPEゾ ーン事業の推進)が あげられている*14.

これは,主 として,既 存の 「歴史的建造物」 な ど 「アメニテ ィ資源 」 を活用す る施策であ る.

「今後取 り組む べき方向 と主要な住宅施策」の 「(2)大都 市居 住ニーズ に応 える住 まいづ く り」

では,「 ①多様 なライフス タイル を踏ま えた居住ニー ズへ の対応 」で 「空 きオ フイス等の住宅転

用 支援 」,ま た,「 ② 高齢者 ・障害者等に対す る住宅施策 の充 実」で 「バ リア フ リー化の促 進」(民

間住宅のバ リアフ リー化 の促 進,市 営住宅等のバ リア フ リー化 の推進)が あげ られてい る.

これ らは,主 として,既 存の 「民間建築物」や 「住宅」 を活用す る施 策であ る.

「(3)安 心 して暮 らせ る住 まい ・まちづ く り」で は,「 ② 安全 ・安心 な住 まいづ くり」で,「 住

宅 のバ リアフ リー化 の促進」があ げ られてい る.

これ らは,主 として,既 存の 「住宅」 を活用す る施策で ある.

*14「HOPEゾ ーン事業」とは,1983年 に建設省が創設 した 「HOPE計 画」にもとづき,大 阪市が独自の

施策を進めている事業で,「特色ある居住地の形成をはかるため,歴 史的 ・文化的な雰囲気に恵まれた地域

を,大 阪の居住地イメージを高めるモデル ゾーン(HOPEゾ ーン)と して位置付 け,地 域住民と協力 しな

が ら,伝 統的な町家の修景,ま ちなみの景観整備等を誘導する事業」である、「HOPEゾ ーン事業」の補助

事業 として,「HOPEゾ ーン事業」地区に指定された区域内を対象に,「 まちなみガイ ドライン」に沿った

建物等の修景工事に対して費用の一部を補助する 「まちなみ修景補助事業」を実施 している.「まちなみ修

景補助事業」は,2000年 度から 「平野郷地区」で,2001年 度から 「住吉大社周辺地区」でそれぞれ実施さ

れている.今 後,「 空堀地区」(第3章3-4-5項,3-4-6項 を参照)に おいても実施される予定となっている.




